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道路運送法第２７条第４項の規定に基づく輸送の安全確保命令

及び旅客の利便確保命令の発動基準について
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道路運送法（昭和２６年法律第１８３号。以下「法」という。）第２７条第

４項の規定に基づき、旅客自動車運送事業者に対し、輸送の安全を確保するた

めに必要な措置を講ずるべきことの命令（以下「輸送の安全確保命令」という。）

及び旅客の利便を確保するために必要な措置を講ずるべきことの命令（以下「旅

客の利便確保命令」という。）を行う際の基準を定めたので、これらの命令を

発動する場合は、この基準によることとされたい。

なお、本基準は、平成１４年４月１７日以降に輸送の安全確保に関する違反

又は旅客の利便確保に関する違反により下記の要件に該当することとなったも

のから適用するものとする。

記

１．法第２７条第４項の「輸送の安全が確保されていないと認めるとき」とは、

次のいずれかに該当することとなったときをいう。

(1) 「一般乗合旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」

（平成２５年９月２０日付け、関自監旅第３００号、関自旅一第８０１号、

関自保第３１９号。以下「乗合の処分基準」という。）、「一般貸切旅客自動

車運送事業者に対する行政処分等の基準について」（平成２８年１１月２２

日付け、関自監旅第２５２号、関自旅一第９８１号、関自保第３２８号。

以下「貸切の処分基準」という。）及び「一般乗用旅客自動車運送事業者に

対する行政処分等の基準について」（平成２１年９月３０日付け、関自監旅

第２１９号、関自旅二第１１１６号、関自保第２３０号。以下「乗用の処

分基準」という。）による事業者単位での違反点数の累計が２０点超である

事業者（当該違反点数の中に輸送の安全確保に関する違反（法第２２条の

２第１項、第４項及び第６項、第２３条第１項、第２３条の５第２項及び

第３項並びに法第２７条第３項の規定に基づく旅客自動車運送事業運輸規

則（昭和３１年運輸省令第４４号。以下「運輸規則」という。）第１４条、

第１５条（第３号に係るものを除く。）、第２０条から第２２条第１項まで、

第２３条から第２８条の２まで、第３５条及び第３６条まで、第３７条第

１項及び第２項まで、第３８条、第４１条、第４２条第２項（第５２条第

１５号並びに第５３条第５号及び第６号に係るものを除く。）、第４３条、

第４５条から第４７条まで並びに第４８条の２から第４８条の４第１項ま

での規定に係る違反をいう。以下同じ。）によるものを含まない場合を除く。）

であって、乗合の処分基準1.(10)及び乗用の処分基準1.(11)に基づく出頭

要請を拒否し、又は事業の改善状況の報告を行わない者が、出頭要請から

１年以内に再度法第４０条の規定に基づく自動車等の使用停止処分以上の
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輸送の安全確保に関する違反を行った場合

(2) 輸送の安全確保に関する違反に伴い死亡事故又は重傷事故を惹起した事業

者が、過去３年間以内に法第４０条の規定に基づく自動車等の使用停止処

分以上の輸送の安全確保に関する違反を行っていた場合。

(3) 輸送の安全確保に関する違反の内容が、社会的影響のある悪質なものであ

ると認められた場合。

(4) 安全管理規程の遵守を怠り死亡事故又は重傷事故を惹起した安全管理規程

の設定及び安全統括管理者の選任義務付け事業者が、過去３年間以内に法

第４０条の規定に基づく自動車等の使用停止処分以上の輸送の安全確保に

関する違反を行っていた場合。

(5) 法第２３条の規定に基づく運行管理者が、選任すべき数を満たしていない

場合（選任している運行管理者が、１月以上不在となっている場合を含む。）

又は法第２３条の３の規定に基づき運行管理者資格者証の返納を命ずるこ

とにより選任すべき数を満たさなくなる場合。

(6) 道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第５０条の規定に基づく整

備管理者が選任されていない場合又は同法第５３条の規定に基づき整備管

理者の解任を命ずることにより整備管理者が存在しなくなる場合。

(7) タクシー業務適正化特別措置法（昭和４５年法律第７５号）第２条第６項

の特定指定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者の許可

を受ける個人のみが自動車を運転することにより当該事業を行うべき旨の

条件の付された一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者（以下「個

人タクシー事業者」という。）の業務上の行為により運輸規則上の輸送の安

全確保 に関する違反で文書警告以上の行政処分等を行った場合。

(8) 乗合の処分基準及び貸切の処分基準に定める次のいずれかに該当する場

合。

(ｱ) 3.(4)ただし書きによる処分を行う場合。

(ｲ) 乗合の処分基準 3.(6)ただし書きに該当する場合。

(ｳ) 4.(4)により、自動車等の使用停止処分を行う場合。

(ｴ) 5.(1)ただし書きにより自動車等の使用停止処分又は事業の停止処分を

行う場合。

(9) 乗用の処分基準に定める次のいずれかに該当する場合。

(ｱ) 3.(5)ただし書きによる処分を行う場合。

(ｲ) 4.(4)により、自動車等の使用停止処分を行う場合。

(ｳ) 5.(3)により、自動車等の使用停止処分又は事業の停止処分を行う場合。

(ｴ) 6.(1)ただし書きにより自動車等の使用停止処分若しくは事業の停止処

分又は営業区域の廃止に係る事業計画の変更命令を行う場合。
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(10) 次のいずれかに該当する場合。

(ｱ)「自動車運送事業（一般貸切旅客自動車運送事業を除く。）の監査方針に

ついて」（平成２５年９月２０日付け、関自監旅第３０２号、関自監貨第３

０４号、関自旅一第８００号、関自旅二第９３５号、関自貨第７４３号、

関自保第３１８号）に規定する街頭監査において、交替運転者の配置、運

行経路の変更、運行の中止等必要な是正措置を講ずることを指導したにも

かかわらず、是正措置が講じられず、当該運転者が安全な運行を継続する

ことができないおそれがあると認められた場合。

(ｲ)「一般貸切旅客自動車運送事業の監査方針について」（平成２８年１１月

２２日付け、関自監旅第２５０号、関自旅一第９７９号、関自保第３２６

号。以下「貸切の監査方針」という。）に規定する街頭監査において、輸送

の安全確保に関する法令違反事実を確認し、必要な是正措置を講ずること

を指導したにもかかわらず、是正措置が講じられたことを確認することが

できない場合。

(11）貸切の監査方針 2.(4)①に規定する指摘事項確認監査において、輸送の安
全確保に関する是正措置が講じられていないことを確認した場合。ただし、

自助努力では実施不可能な厳にやむを得ない事情があって、是正措置が講

じられていない場合又は記載事項の不備を確認したが、当該不備が不注意

から起こる見落としであることが明らかな場合は、この限りでないが、こ

れらの場合であっても、許容しうる最も短い期間を定めて是正措置が講じ

られたことを報告させ、それを確認できたときのみとする。

(12）貸切の監査方針に規定する特別監査又は一般監査において、輸送の安全
に関わる緊急を要する重大な法令違反であって次のいずれかに該当するも

のを確認した場合。

(ｱ）法第２３条第１項の規定に違反して、運行管理者が全く不在（選任なし）

の場合。

(ｲ）法第２７条第３項の規定に基づく運輸規則第２１条第５項の規定に違反

して、全運転者が健康診断を受診していない場合。ただし、直近１か年の

受診を確認できない場合であっても毎年度の定期的な受診を確認できる場

合を除く。

(ｳ）法第２７条第３項の規定に基づく運輸規則第３８条第１項及び第２項の

規定に違反して、運転者に対して指導監督及び特別な指導を全く実施して

いない場合。

(ｴ）法第２７条第３項の規定に基づく運輸規則第４５条の規定に違反して、

道路運送車両法第５０条第１項に規定する整備管理者が全く不在（選任な

し）の場合であって、営業所に配置している全ての事業用自動車について
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同法第４８条第１項に規定する定期点検整備を全く実施していない場合。

(13）次のいずれかに該当する場合。
(ｱ）貸切の処分基準1.(10)に基づく出頭要請を拒否した場合。

(ｲ）貸切の監査方針 5.(5)①に基づく出頭要請を拒否した場合。

２．法第２７条第４項の「旅客の利便が確保されていないと認めるとき」とは、

次のいずれかに該当することとなったときをいう。

(1) 乗合の処分基準、貸切の処分基準及び乗用の処分基準（以下「行政処分等

の基準」という。）による事業者単位での違反点数の累計が２０点超である

事業者（当該違反点数の中に旅客の利便確保に関する違反（法第２７条第

３項の規定に基づく運輸規則第２条第２項及び第３項、第３条から第１２

条まで、第１５条第３号、第１６条から第１９条の２まで、第２９条、第

３７条第３項及び第４項まで、第３９条及び第４０条まで、第４２条第１

項、同条第２項（第５２条第１５号及び第５３条第５号から第７号までに

係るものに限る。）並びに第４４条の規定に係る違反をいう。以下同じ。）

によるものを含まない場合を除く。）であって、乗合の処分基準1.(10)、貸

切の処分基準1.(10)及び乗用の処分基準1.(11)に基づく運輸局等からの出

頭要請を拒否し、又は事業の改善状況の報告を行わない者が、出頭要請か

ら１年以内に再度法第４０条の規定に基づく自動車等の使用停止処分以上

の旅客の利便確保に関する違反を行った場合。

(2) 旅客の利便確保に関する違反の内容が、社会的影響のある悪質なものであ

ると認められた場合。

(3) タクシー業務適正化特別措置法（昭和４５年法律第７５号）第２条第６項

の特定指定地域内に営業所を有する個人タクシー事業者が業務上の行為に

より運輸規則上の旅客の利便確保に関する違反で文書警告以上の行政処分

等を行った場合。

(4) 1.(8)又は(9)に該当する場合。

３．輸送の安全確保命令は、1.(1)～(9)の場合における輸送の安全確保に関す

る違反に対し、行政処分等の基準に基づき行政処分を実施する場合は、当該

行政処分に併せて行い、また、1.(10)の場合は、その場で行うものとする。

さらに、1.(11)及び（12）の場合は違反が確認されたときに、また1.(13)の

場合は当該事実が確認されたときに、速やかに行うものとする。なお、1.(1

0)～(12)の場合については、行政手続法（平成５年法律第８８号）第１３条

第２項第１号に規定された「公益上、緊急に不利益処分をする必要がある」

に従い、弁明の機会の付与の手続きを執らずに行うこととする。
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４．旅客の利便確保命令は、2.(1)～(4)の場合における旅客の利便確保に関す

る違反に対する行政処分等の基準に基づく処分の実施に併せて行うものとす

る。

５．輸送の安全確保命令又は旅客の利便確保命令の実施方法は、3.及び4.に定

めるもののほか、以下のとおりとする。ただし、1.(10)による場合は(1)中、

事業者を地方運輸局等に呼び出す措置は適用しない。

(1) 事業者を運輸局等に呼び出し、違反の内容に応じて施設又は運転者の指導

監督若しくは運行の管理の方法の改善その他違反の内容の是正のために必要

な措置を示して行うものとし、その実施状況について、道路運送法施行規則

（昭和２６年運輸省令第７５号）第６６条第１項第５号の規定により、命令

の日から一般貸切旅客自動車運送事業者については３０日以内に、また、一

般貸切旅客自動車運送事業者以外の旅客自動車運送事業者については３月

（必要に応じ、これより短い期間を定めることができる。）以内に届出を行

うよう措置するものとする。

当該届出が当該期間までに行われない場合には、命令違反として取り扱う

ものとする。

(2) 1.(8)若しくは(9)又は2.(4)に係る輸送の安全確保命令及び旅客の利便確

保命令を行う場合には、(1)に定める届出のほか、毎月一回の定期報告を

別表に定める期間行うよう命令することとする。

(3) 1.(7)及び2.(3)の場合は、(1)にかかわらず、期限を定めて適正化実施機

関が行う講習を受けるべき旨の命令を発動するものとし、当該期限までに

講習を受けない場合には、命令違反として取り扱うものとする。

(4) 輸送の安全確保命令と旅客の利便確保命令の両方をほぼ同時に発動する

こととなった場合及び1.(8)若しくは(9)又は2.(4)の場合は、一つの命令

として取り扱うものとする。

６．輸送の安全確保命令又は旅客の利便確保命令は、街頭監査を実施する運輸

局又は運輸支局の管轄区域外に営業所を有する事業者に対しても発動するこ

とができる。

附 則（平成１８年９月２５日 関自監旅第１５１号、関自保第４０９号 一

部改正）

１．改正後の通達は、平成１８年１０月１日以降の違反行為から適用する。

２．平成１８年９月３０日までの違反行為については、改正前の通達に定め
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る基準により行政処分等を行うものとする。

附 則（平成１９年５月２５日 関自監旅第 ８６号、関自保第２１７号 一

部改正）

１．改正後の通達は、平成１９年７月１日以降の違反行為から適用する。

２．平成１９年６月３０日までの違反行為については、改正前の通達に定め

る基準により行政処分等を行うものとする。

附 則（平成２０年６月１３日 関自監旅第１２７号、関自保第１００号 一

部改正）

１．改正後の通達は、平成２０年６月１４日以降の違反行為から適用する。

２．平成２０年６月１３日までの違反行為については、改正前の通達に定め

る基準により行政処分等を行うものとする。

附 則（平成２１年９月３０日 関自監旅第２１０号、関自保第２２１号 一

部改正）

改正後の通達は、平成２１年１０月１日以降の違反行為から適用する。

附 則（平成２５年９月３０日 関自監旅第３０５号、関自保第３２３号 一

部改正）

１．改正後の通達は、平成２５年１１月１日以降の違反行為から適用する。

２．平成２５年１０月３１日以前の違反行為については、なお従前の例によ

る。

附 則（平成２６年１月２７日 関自監旅第５２７号、関自保第５９１号 一

部改正）

この通達は、平成２６年１月２７日から施行する。

附 則（平成２８年１１月２２日 関自監旅第２５２号、関自保第９８１号

一部改正）

１．この通達は、平成２８年１２月１日から施行する。

２．平成２８年１１月３０日以前に確認した違反行為については、なお従前

の例による。

附 則（平成２９年１月１６日 関自監旅第３１９号、関自保第４３５号

一部改正）

１．この通達は、平成２９年１月１６日から施行する。



（別表）

５．(2)に定める定期報告を行う期間について

命令発動理由事項 定期報告を行う期間

１．乗合の処分基準 3.(4)ただし書き及び 命令の日から３ヶ月間

貸切の処分基準 3.(4)ただし書きによる

処分を行う場合

２．乗合の処分基準 3.(6)ただし書きに該

当する場合。

３．乗用の処分基準 3.(5)ただし書きによ

る処分を行う場合。

１．乗合の処分基準 4.(4)及び貸切の処分 命令の日から６ヶ月間

基準 4.(4)により、自動車等の使用停止

処分を行う場合。

２．乗用の処分基準 4.(4)により、自動車

等の使用停止処分を行う場合。

３．乗用の処分基準 5.(3)により、自動車

等の使用停止処分又は事業の停止処分を

行う場合。

１．乗合の処分基準 5.(1)ただし書き及び 命令の日から１年間

貸切の処分基準 5.(1)ただし書きにより

自動車等の使用停止処分又は事業の停止

処分を行う場合。

２．乗用の処分基準 6.(1)ただし書きによ

り自動車等の使用停止処分若しくは事業

の停止処分又は営業区域の廃止に係る事

業計画の変更命令を行う場合。

－8－



別
道路運送法に基づく輸送の安全確保命令及び旅客の利便確保命令の発動基準について新旧対照表

卿 Ⅱ

関自監一第156号関自監一第156号
関自安第514 号関自安第514号
平成16年7月20日平成16年7月20日
関自監旅第151号関自監旅第151号

、関自保第409 号 関 自 保 第 4 0 9 号
一部改正平成18年9月25日一部改正平成18年9月25日

関自監旅第86 号関自監旅第86号
関自保第217 号関自保第217号

一 部 改 正 平 成 1 9 年 5 月 2 5 日一部改正平成19年5月25日

関自監旅第’27 号 ： 審 臓 ｛ ; 揖関 自 保 第 1 0 0 号
一部改正平成20年6月13日一部改正平成20年6月13日

関自監旅第210号関自監旅第210号
関自保第221号関自保第221号

一 部 改 正 平 成 2 1 年 9 月 3 0 日一部改正平成21年9月30日
関自監旅第305 号関自監旅第305号
関自保第323号関自保第323号

一 部 改 正 平 成 2 5 年 9 月 2 0 日一部改正平成25年9月20日
関自監旅第527 号関自監旅第527号
関自保第591号関自保第591号

一 部 改 正 平 成 2 6 年 1 月 2 7 日一部改正平成26年1月27日
関自監旅第254号関自監旅第254号
関自保第331号関自保第331号

一部改正平成28年11月22日 一 部 改 正 平 成 2 8 年 1 1 月 2 2 日
関自監旅第319号
関自保第435号

一部改正平成29年1月16El

管内運m支局長殿管内運輸支局長殿

関東運輸局長関 東 運 輸 局 長

道路運送法第27条第一|項の規定に基づく輸送の安全確保命令道路運送法第27条第3項の規定に基づく輸送の安全確保命令
及び旅客の利便確保命苓の発動基準について及び旅客の利便確保命令の発動基準について

道路運送法（昭和26年法律第183号。以下「法」という｡）第27条第讐I道路運送法（昭和26年法律第183号。以下「法」という｡）第27条第3
項の規定に基づき、旅客自動車運送事業者に対し、輸送の安全を確保するために項の規定に基づき、旅客自動車運送事業者に対し、輸送の安全を確保するために

'必要な措置を誰ずるべきことの命令（以下「輸送の安全確保命令」という｡）及必要な措置を誰ずるべきことの命令（以下「輸送の安全確保命令」という｡）及
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び旅客の利便を確保するために必要な措置を誰ずるべきことの命令（以下「旅客
の利便確保命令」という｡）を行う際の基準を定めたので、これらの命令を発動
する場合は、この基準によることとされたい｡鴫

なお、本基準は､平成14年4月17日以降に輸送の安全確保に関する違反又
は旅客の利便確保に関する違反により下記の要件に該当することとなったものか
ら適用するものとする。

び旅客の利便を確保するために必要な措置を講ずるべきことの命令（以下「旅客
の利便確保命令」という｡）を行う際の基準を定めたので、これらの命令を発動
する場合は、この基準によることとされたい。

なお、本基準は、平成14年4月17日以降に輸送の安全確保に関する違反又
は旅客の利便確保に関する違反により下記の要件に該当することとなづたものか
ら通用するものとする｡

記

．法第27条第3項の「輸送の安全が確保されていないと認めるとき」とは、
次のいずれかに該当することとなったときをいう。
(1)「一般乗合旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」（平
成25年9月17日付け､国自安第138号、国自旅第218号、国自整第
162号。以下「乗合の処分基準」という｡)、「一般貸切旅客自動車運送事
業者に対する行政処分等の基準について」（平成28年11月18日付け、
国自安第157号、国自旅第227号、国自整第220号。以下「貸切の処
分基準」という｡）及び「一般乗用旅客自動車運送事業者に対する行政処分
等の基準について」（平成21年9月29日付け、国自安第60号、国自旅
第128号、国自整第54号｡．以下「乗用の処分基準」という｡）による事
業者単位での違反点数の累計が20点超である事業者（当該違反点数の中に
輸送の安全確保に関する違反（法第22条の2第1項、第4項及び第6項､
第23条第1項、第23条の5第2項及び第3項並びに法第27条第2項の
規定に基づく旅客自動車運送事業運輸規則.(昭和31年運輸省令第44号。
以下「運輸規則」という｡）第14条、第15条（第3号に係るものを除く。)“
第20条から第22条第1項まで、第23条から第28条の2まで、第35
条及び第36条まで、第37条第1項及び第2項まで、第38条、第41条、
第42条第2項（第52条第15号並びに第53条第5号及び第6号に係る
ものを除く｡)、第43条、第45条から第47条まで並びに第48条の2か
ら第48条の4第1項までの規定に係る違反をいう。以下同じ｡）によるも
のを含まない場合を除く。）であって、乗合の処分基準1.(10)及び乗用の処
分基準1.(11)に基づく出頭要請を拒否し、又は事業の改善状況の報告を行わ
ない者が、出頭要請から1年以内に再度法第40条の規定に基づく自動車等
の使用停止処分以上の輸送の安全確保に関する違反を行った場合。

(2)～11)略）
(12）貸切の監査方針に規定する特別監査又は一般監査において、輸送の安全

に関わる緊急を要する重大な法令違反であって次のいずれかに該当するも
のを確認した場合｡
（ｱ)(III各）
（ｲ）法第27条第2項の規定に基づく運輸規則第21条第5項の規定に違反

して、全運転著乃f健康診断を受診していない場合。ただし、直近1か年
の受診を確認できない場合であっても毎年度の定期的な受診を確認でき
る場合を除く。

(ｳ）法第27条第2項の規定に基づく運輸規則第38条第1項及び第2項の
規定に違反して、運転者に対して指導監督及び特別な指導を全く実施し

記

．法第27条第些1項の「輸送の安全が確保されていないと認めるとき」とは、
次のいずれかに該当することとなったときをいう。
(1)「一般乗合旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」（平
成25年9月17日付け､国自安第138号、･国自旅第218号、国自整第
162号。以下「乗合の処分基準」という｡)、「一般貸切旅客自動車運送事
業者に対する行政処分等の基準について」（平成28年11月18日付け、
国自安第157号､国自旅第227号、国自整第220号｡"以下「貸切の処
分基準」という｡）及び「一般乗用旅客自動車運送事業者に対する行政処分
等の基準について」（平成21年9月29日付け、国自安第60号、国自旅
第128号、国自整第54号。以下「乗用の処分基準」という｡）による事
業者単位での違反点数の累計が20点超である事業者（当該違反点数の中に
輸送の安全確保に関する違反（法第22条の2第1項、第4項及び第6項、
第23条第1項、第23条の5第2項及:び第3項並びに法第27条第3項の
規定に基づく旅客自動車運送事業運輸規則（昭和31年運輸省令第44号｡
以下「運'i'$規則」という｡）第14条、第15条（第3号に係るものを除く。)、
第20条から第22条第1項まで、第23条から第28条の2まで、第35
条及び第36条まで、第37条第1項及び第2項まで、第38条､第41条､‘
第42条第2項（第52条第15号並びに第53条第5号及び第6号に係る
ものを除く｡)、第43条、第45条から第47条まで並びに第48条の2か
ら第48条の4第1項までの規定に係る違反をいう。以下同じ｡）によるも
のを含まない場合を除く。）であって、乗合の処分基準1.(10)及び乗用の処
分基準1.(11)に基づく出頭要請を拒否し、又は事業の改善状況の報告を行わ
ない者が、出頭要請から1年以内に再度法第40条の規定に基づく自動車等
の使用停止処分以上の輸送の安全確保に関する違反を行った場合。

(2)～(11)(111各）
(12)貸切の監査方針に規定する特別監査又は一般監査において､輸送の安全

に関わる緊急を要する重大な法令違反であって次のいずれかに該当するも
のを確認した場合。

（ｱ(Ill各）
（ｲ）法第27条第3項の規定に基づく運輸規則第21条第5項の規定に違反

して、全運転者が健康診断を受診していない場合。ただし、直近1か年
の受診を確認できない場合であっても毎年度の定期的な受診を確認でき
る場合を除く。

（ｳ）法第27条第3項の規定に基づく運輸規則第38条第1項及び第2項の
規定に違反して、運転者に対して指導監督及び特別な指導を全く実施し
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ていない場合。

（ｴ）法第27条第3項の規定に基づく運輸規則第45条の規定に違反して、
道路運送車両法第50条第1項に規定する整備管理者が全く不在（選任
なし）の場合であって、営業所に配置している全ての事業用自動車につ
いて|司法第48条第1項に規定する定期点検整備を全く実施していない
場合。

(13)(HI各）

2．法第27条第4項の「旅客の利便が確保されていないと認めるとき」とは、
次のいずれかに該当することとなったときをいう。
(1)乗合の処分基準、貸切の処分基準及び乗用の処分基準（以下「行政処分等
の基準」という｡）による事業者単位での違反点数の累計が20点超である
事業者（当該違反点数の中に旅客の利便確保に関する違反（法第27条第;皇I
項の規定に基づく運輸規則第2条第2項及び第3項、第3条から第12条ま
で、第15条第3号、第16条から第19条の2まで、第29条、第37条
第3項及び第4項まで、第39条及び第40条まで、第42条第1項、同条
第2項（第52条第15号及び第53条第5号から第7号までに係るものに
限る｡）並びに第44条の規定に係る違反をいう。以下同じ｡）によるものを
含まない場合を除く。）であって、乗合の処分基準1.(10)、貸切の処分基準L
（10)及び乗用の処分基準1.(11)に基づく地方運輸局等からの出頭要請を拒否
し、又は事業の改善状況の報告を行わない者が、出頭要請から1年以内に再
度法第40条の規定に基づく自動車等の使用停止処分以上の旅客の利便確保
に関する違反を行った場合。

(2)～（4）（略）

ワー6.(III&)J、

附則（略〕

附則（平成29年1月16日｜卿自慌旅館319号、関自保第435号一部
改正）

こ市誼蓬は、平成29年1月16日から施行する

ていない場合。

‐（ｴ）法第27条第竺項の規定に基づく運輸規則第45条の規定に違反して、
道路運送車両法第50条第1項に規定する整備管理者が全く不在（選任
なし）の場合であって、営業所に配置している全ての事業用自動車につ
いて同法第48条第1項に規定する定期点検整備を全く実施していない
場合。

(13)(略）

2．法第27条第3項の「旅客の利便が確保されていないと認めるとき」とは、
次のいずれかに該当することとなったときをいう。
(1)乗合の処分基準、貸切の処分基準及び乗用の処分基準（以下「行政処分等
の基準」という｡）による事業者単位での違反点数の累計が20点超である
事業者（当該違反点数の中に旅客の利便確保に関する違反（法第27条第2
項の規定に基づく運輸規則第2条第2項及び第3項、第3条から第12条ま
で､第15条第3号、第16条から第19条の2まで、第29条、第37条
第3項及び第4項まで、第39条及び第40条まで、第42条第1項、同条
第2項（第52条第15号及び第53条第5号から第7号までに係るものに
限る｡）並びに第44条の規定に係る違反をいう。以下同じ｡）によるものを
含まない場合を除く。）であって、乗合の処分基準1.(10)、貸切の処分基準1.
(10)及び乗用の処分基準1.(11)に基づく地方運輸局等からの出頭要請を拒否
し、又は事業の改善状況の報告を行わない者が、出頭要請から1年以内に再
度法第40条の規定に基づく自動車等の使用停止処分以上の旅客の利便確保
に関する違反を行った場合。

(2)～(4)(PI各）

3．～6.(I略）

附

－3－
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別孫
道路運送法に基づく輸送の安全確保命令及び旅客の利便確保命令の発動基準について(平成16年7月20日関自監一第156号･関自安第514号)新旧対照表

自監一第15
自安第51

成16年7月2
自監旅第15
自 保 第 4 0

成18年9月2
自監旅第86
自保第21

成19年5月2
自監旅第12
自保第10

成20年6月1
自監旅第21
自 保 第 2 2

成21年9月3
ﾖ自監旅第3C
ヨ自保第32
成25年9月2
5自監旅第52
3自保第59
成26年1月2
矧白際旅第25

号
号
日
号
号
日
号
号
日
号
号
日
号
号
日
号
号
日
号
号
日
号

６
４
０
１
９
５
５
３
０
５
３
０
７
１
７
４

７
７
０
０
１

関
関
平
庚
僕
平
麗
庚
平
僕

関自監一 １
５
月
１
４
月
８

第
第
７
第
第
９

号
号
日
号
号
日
号
号
日
号
号
日
号
号
日
号
号
日
号
号
日
２
－
に
及
客
動

６
４
０
１
９
５
５
３
０
５
３
０
７
１
７

第
め
ｊ
旅
発

７
７
０
０
１

条
●
た
汎
丁
を

５
１
２
５
０
２
６
２
１
３
０
２
２
２
９
２

１
２
０
１
２

関 E安
６
旅
保
８
旅
保
９
旅
保
０
旅
保
１

平成1 年
年
策
策
年
第
第
年
第
築
年
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一部改正 一部改正平成1
監関自

関信 2

一部改正 一部改正平成1 月

５
６
９

関自監 １
１関 関佳

一部改正平成2 一部改正平成2 月
関自 監関自 ２

２関自 関匡
一部改正平成2 一部改正平成2

月
３
３
月
５
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関自 監旅穿
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関匡
関巨 関E

一部改正平成2 一部改正平成2 年5 9

関自監旅 監旅第
引保第

関信
関自保第

一部改正平成26年］
関E

一部改正平成2 年6 ］

監旅第陰段

一部改正耳

管内運輸支局長殿 管 内 運 輸 支 局 長 殿

関東運輸局長 関東運輸局長

道路運送法第27条第3項の規定に基づく輸送の安全確保命令 道路運送法第27条第3項の規定に基づく輸送の安全確保命令
及び旅客の利便確保命令の発動基準について 及び旅客の利便確保命令の発動基準について

｢法」という｡）第27条
輸送の安全を確保手言た

道路運送法（昭和26年法律第183号。以下「法」という｡）第2道路運送法（昭和26年法律第183号。以下 条 ３
－
に
及
客
動

第
め
ｊ
旅
発

27

項の規定に基づき、旅客自動車運送事業者に対し、輸送の安全を確保守言た
必要な措置を講ずるべきことの命令（以下「輸送の安全確保命令」という，
び旅客の利便を確保するために必要な措置を講ずるべきことの命令（以下
の利便確保命令」という｡）を行う際の基準を定めたので、これらの命令を

項の規定に基づき、旅客自動車運送事業者に対し
必要な措置を講ずるべきことの命令（以下「輸送の安全確保命令」という
ぴ旅客の利便を確保するために必要な措置を講ずるべきことの命令（以下
の利便確保命令」という｡）を行う際の基準を定めたので、これらの命令を
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する場合は、この基準によることとされたい。

なお、本基準は、平成14年4月17日以降に輸送の安全確保に関する違反又
は旅客の利便確保に関する違反により下記の要件に該当することとなったものか
ら適用するものとする。

記

1.法第27条第3項の「輸送の安全が確保されていないと認めるとき」とは、
次のいずれかに該当することとなったときをいう。
(1)「一般乗合旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」（平
成25年9月20日付け、関自監旅第300号、関自旅一第801号、関自

jlハ型の災

号、関自旅二第1116号、関自保第230号。以下「乗用の処分基準」と
いう｡）による事業者単位での違反点数の累計が20点超である事業者（当
該違反点数の中に輸送の安全確保に関する違反（法第22条の2第1項、第
4項及び第6項、第23条第1項、第23条の5第2項及び第3項並びに法
第27条第2項の規定に基づく旅客自動車運送事業運輸規則（昭和31年運
輸省令第44号。以下「運輸規則」という｡）第14条、第15条（第3号
に係るものを除く。）、第20条から第22条第1項まで、第23条から第2
8条の2まで､第35条及び第36条まで､第37条第1項及び第2項まで、
第38条、第41条、第42条第2項（第52条第15号並びに第53条第
5号及び第6号に係るものを除く。)、第43条、第45条から第47条まで
並びに第48条の2から第48条の4第1項までの規定に係る違反をいう。
以下同じ｡）によるものを含まない場合を除く｡）であって、乗合の処分基準
1.(10)及び乗用の処分基準1.(11に基づく出頭要請を拒否し、又は事業の改
善状況の報告を行わない者が、出頭要請から1年以内に再度法第40条の規
定に基づく自動車等の使用停止処分以上の輸送の安全確保に関する違反を行
った場合

(2)輸送の安全確保に関する違反に伴い死亡事故又は重傷事故を惹起した事業
者が、過去3年間以内に法第40条の規定に基づく自動車等の使用停止処分
以上の輸送の安全確保に関する違反を行っていた場合。

(3)輸送の安全確保に関する違反の内容が、社会的影響のある悪質なものであ
ると認められた場合。

(4)安全管理規程の遵守を怠り死亡事故又は重傷事故を惹起した安全管理規程
の設定及び安全統括管理者の選任義務付け事業者が、過去3年間以内に法第
40条の規定に基づく自動車等の使用停止処分以上の輸送の安全確保に関す
る違反を行っていた場合。

(5)法第23条の規定に基づく運行管理者が、選任すべき数を満たしていない
場合（選任している運行管理者が、1月以上不在となっている場合を含む｡）

する場合は、この基準によることとされたい。
なお、本基準は、平成14年4月17日以降に輸送の安全確保に関する違反又

は旅客の利便確保に関する違反により下記の要件に該当することとなったものか
ら適用するものとする。

記

1.法第27条第3項の「輸送の安全が確保されていないと認める
次のいずれかに該当することとなったときをいう。

とき」とは、

に対
監旅

(1「一般乗合旅客自動車運送事業者
する行政処分等の基準について」
第300号、関自旅一第801号、関
処分基準」という｡）及び「一般乗用1
等の基準について」（平成21年9月
旅二第1116号、関自保第230長
よる事業者単位での違反点数の累計が
中に輸送の安全確保に関する違反（法f
第23条第1項、第23条の5第2項
定に基づく旅客自動車運送事業運輸規

ﾗ謙P里愚熊基調蕊墨鯉,鋳享筈暮綴雰
(平成21年9月30日付け、関自監旅第219号、関自
関自保第230号。以下「乗用の処分基準」という。）に
違反点数の累計が20点超である事業者（当該違反点数の
に関する違反（法第22条の2第1項､第4項及び第6項、
23条の5第2項及び第3項並びに法第27条第2項の規
車運送事業運輸規則（昭和31年運輸省令第44号。以下
｡）第14条、第15条（第3号に係るものを除く。)、第
第1項まで、第23条から第28条の2まで、第35条及
37条第1項及び第2項まで、第38条、第41条、第4
条第15号並びに第53条第5号及び第6号に係るものを
第45条から第47条まで並びに第48条の2から第48
規定に係る違反をいう。以下同じ｡）によるものを含まな

旅二第1116号、関自保
よる事業者単位での違反点
中に輸送の安全確保に関す
第23条第1項、第23条
定に基づく旅客自動車運送！
「運輸規則」という｡）第：
20条から第22条第1項
び第36条まで、第37条
2条第2項（第52条第1
除く。)、第43条、第45
条の4第1項までの規定に
い場合を除く。）であって、
準1.(11に基づく出頭要請
が、出頭要請から1年以内
止処分以上の輸送の安全確

綴号導窪
処分
:業の

基準1.(10)及び乗用の処分基
改善状況の報告を行わない者

に再度法第40条の規定に基づく自動車等の使用停
保に関する違反を行った場合。

(2)輸送の安全確保に関する違反に伴い死亡事故又は重傷事故を惹起した事業
者が、過去3年間以内に法第40条の規定に基づく自動車等の使用停止処分
以上の輸送の安全確保に関する違反を行っていた場合。

(3)輸送の安全確保に関する違反の内容が、社会的影響のある悪質なものであ
ると認められた場合。

(4)安全管理規程の遵守を怠り死亡事故又は重傷事故を惹起した安全管理規程
の設定及び安全統括管理者の選任義務付け事業者が、過去3年間以内に法第
40条の規定に基づく自動車等の使用停止処分以上の輸送の安全確保に関す
る違反を行っていた場合。

(5曇蓉濯星詳涛蕊琴害逗蕊芦舗主籍鰯霧善筈驚き墓鮒
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又は法第23条の3の規定に基づき運行管理者資格者証の返納を命ずること
により選任すべき数を満たさなくなる場合。

(6)道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第50条の規定に基づく整
備管理者が選任されていない場合又は同法第53条の規定に基づき整備管理
者の解任を命ずることにより整備管理者が存在しなくなる場合。

(7)タクシー業務適正化特別措置法（昭和45年法律第75号）第2条第6項
の特定指定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者の許可を
受ける個人のみが自動車を運転することにより当該事業を行うべき旨の条件
の付された一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者（以下「個人タク
シー事業者」という｡）の業務上の行為により運輸規則上の輸送の安全確保
に関する違反で文書警告以上の行政処分等を行った場合。

(8)乗合の処分基準及び貸切の処分基準に定める次のいずれかに該当する場
合。
（ｱ）3．(4)ただし書きによる処分を行う場合。
（ｲ）乗合の処分基準3．(6)ただし書きに該当する場合。
)4司可rぽち~一自動車等の使用停止処分を行う場合｡

（ｴ)5.(1)ただし書きにより自動車等の使用停止処分又は事業の停止処分を
行う場合。

(9)乗用の処分基準に定める次のいずれかに該当する場合。
（ｱ）3．(5)ただし書きによる処分を行う場合。
（ｲ）4．(4)により、自動車等の使用停止処分を行う場合。
（ｳ）5．(3)により、自動車等の使用停止処分又は事業の停止処分を行う場合。
(I)6.(1)ただし書きにより自動車等の使用停止処分若しくは事業の停止処
分又は営業区域の廃止に係る事業計画の変更命令を行う場合。

(1
＝‐惹迩L の監査方針に

国自旅第21
7号、国自貨第55号、国自整第161号）に規定する街頭監査におい
て、交替運転者の配置、運行経路の変更、運行の中止等必要な是正措置
を識ずることを指導したにもかかわらず、是正措置が講じられず、当該
運転者が安全な運行を継続することができないおそれがあると認められ
た場合。

誓善篭篭襟署筈蒜籍琴李養識書崇誘誓害雑聖喜暴蕊

丁-1-梢i

自助努力では実施不可能な厳にやむを得ない事'情があって、是正措置
が誰じられていない場合又は記救事項の不備を確認したが、当該不備

が不注意から起こる見落としであることが明らかな場合は、この限り
でな］がこれら の 場 合 で あ っ て も 、許容夕最も短』期間を定め

又は法第23条の3の規定に基づき運行管理者資格者証の返納を命ずること
により選任すべき数を満たさなくなる場合。

(6)道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第50条の規定に基づく整
備管理者が選任されていない場合又は同法第53条の規定に基づき整備管理
者の解任を命ずることにより整備管理者が存在しなくなる場合。

(7)タクシー業務適正化特別措置法（昭和45年法律第75号）第2条第6項
の特定指定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者の許可を
受ける個人のみが自動車を運転することにより当該事業を行うべき旨の条件
の付された一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者（以下「個人タク
シー事業者」という。）の業務上の行為により運輸規則上の輸送の安全確保
に関する違反で文書警告以上の行政処分等を行った場合。

(8)乗合及び貸切の処分基準に定める次のいずれかに該当する場合。

（ｱ）3．(4)ただし書きによる処分を行う場合。
（ｲ）3．(6)ただし書きに該当する場合。
（ｳ）4．(4)により、自動車等の使用停止処分を行う場合。
（ｴ)5.(1)ただし書きにより自動車等の使用停止処分又は事業の停止処分を
行う場合。

(9)乗用の処分基準に定める次のいずれかに該当する場合。
（ｱ）3．(5)ただし書きによる処分を行う場合。
（ｲ）4．(4)により、自動車等の使用停止処分を行う場合。
（ｳ）5．(3)により、自動車等の使用停止処分又は事業の停止処分を行う場合。
(I)6.(1)ただし書きにより自動車等の使用停止処分若しくは事業の停止処
分又は営業区域の廃止に係る事業計画の変更命令を行う場合。

(10)「自動車運送事業の監査方針について」（平成25年9月17日付け、国
自安第137号、国自旅第217号、国自貨第55号、国自整第161号）
に規定する街頭監査等において、交替運転者の配置、運行経路の変更、運行
の中止等必要な是正稽置を講ずることを指導したにもかかわらず、是正措置
が講じられず、当該運転者が安全な運行を継続することができないおそれが
あると認められた場合｡

（新設）
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

（新設）
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（新設）
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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（新設）
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Dに基づく出頭要請を拒否した場合。貸切の監査方針5(イ

2．法第27条第3項の「旅客の利便が確保されていないと認めるとき」とは、
次のいずれかに該当することとなったときをいう。

(1)乗合理堅貸切の処分基準及び乗用の処分基準（以下「行政処分等の基準」
という｡）による事業者単位での違反点数の累計が20点超である事業者（当該
違反点数の中に旅客の利便確保に関する違反（法第27条第2項の規定に基づく
運輸規則第2条第2項及び第3項、第3条から第12条まで、第15条第3号、
第16条から第19条の2まで、第29条、第37条第3項及び第4項まで、第
39条及び第40条まで、第42条第1項、同条第2項（第52条第15号及び
第53条第5号から第7号までに係るものに限る｡）並びに第44条の規定に係
る違反をいう。以下同じ｡）によるものを含まない場合を除く｡）であって、乗合

座堅貸切の処分基準1.(10)及び乗用の処分基準1.(11)に基づく運輸局等からの出
頭要請を拒否し、又は事業の改善状況の報告を行わない者が、出頭要請から1年
以内に再度法第40'条の規定に基づく自動車等の使用停止処分以上の旅客の利便
確保に関する違反を行った場合。

（2）旅客の利便確保に関する違反の内容が、社会的影響のある悪質なものであ
ると認められた場合。

（3）タクシー業務適正化特別措置法（昭和45年法律第75号）第2条第6項
の特定指定地域内に営業所を有する個人タクシー事業者が業務上の行為によ
り運輸規則上の旅客の利便確保に関する違反で文書警告以上の行政処分等を
行った場合。

7条第3項の「旅客の利便が確保されていないと認めるとき」とは、
れかに該当することとなったときをいう。

P饗響苛宴聖筆筆識群潔農織讃計蝿0駕総
（当該違反点数の中に旅客の利便確保に関する違反（法第27条第

定に基づく運輸規則第2条第2項及び第3項、第3条から第12条i
15条第3号、第16条から第19条の2まで、第29条、第37§
及び第4項まで、第39条及び第40条まで、第42条第1項、同自
（第52条第15号及び第53条第5号から第7号までに係るものI
並びに第44条の規定に係る違反をいう。以下同じ｡）によるもの；

2．法第2
次のいず
(1)乗合
の基準
事業者
項の規
で、第
第3項
第2項
限る｡）
含まな

下「行政処分等
20点超である
法第27条第2
から第12条ま
9条、第37条
条第1項、同条
でに係るものに
）によるものを
切の処分基準.
要請を拒否し、

含まない場合を除く。）であって、乗合
(10)及び乗用の処分基準1.(11)に基づ

|)）、信

7）卜HHE

又は事業の改善状況の報告を行わない者が、出頭要請から1年以内に再度法
第40条の規定に基づく自動車等の使用停止処分以上の旅客の利便確保に関
する違反を行った場合。

(2)旅客の利便確保に関する違反の内容が、社会的影響のある悪質なものであ
ると認められた場合。

(3)タクシー業務適正化特別措置法（昭和45年法律第75号）第2条第6項
の特定指定地域内に営業所を有する個人タクシー事業者が業務上の行為によ
り運輸規則上の旅客の利便確保に関する違反で文書警告以上の行政処分等を
行った場合。
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(4)1.(8)又は(9)に該当する場合。

3．輸送の安全確保命令は、1.(1)～(9の場合における輸送の安全確保に関する
違反に対し､行政処分等の基準に基づき行政処分を実施する場合は、当該行政

J）の場信

の蜂 の場'合･胴

｜の

4．旅客の利便確保命令は、2.(1)～(4)の場合における旅客の利便確保に関する
違反に対､する行政処分等の基準に基づく処分の実施に併せて行うものとす
る。

5．輸送の安全確保命令又は旅客の利便確保命令の実施方法は、3.及び4.に定め
るもののほか、以下のとおりとする。ただし、1.(10)による場合は(1中、事
業者を地方運輸局等に呼び出す措置は適用しない。
(1)事業者を運輸局等に呼び出し、違反の内容に応じて施設又は運転者の指導
監督若しくは運行の管理の方法の改善その他違反の内容の是正のために必要
な措置を示して行うものとし、その実施状況について、道路運送法施行規貝I」
（昭和26年運輸省令第75号）第66条第1項第5号の規定により、命令

響雲鵜駕簿韓蕊鐸
うよう措置するものとする。

当該届出が当該期間までに行われない場合には、命令違反として取り扱う
ものとする。

(2)1.(8)若しくは(9)又は2.(4)に係る輸送の安全確保命令及び旅客の利便確
保命令を行う場合には、(1)に定める届出のほか、毎月一回の定期報告を別
表に定める期間行うよう命令することとする。

(3)1.(7)及び2.(3)の場合は、(1)にかかわらず、期限を定めて適正化実施機
関が行う講習を受けるべき旨の命令を発動するものとし、当該期限までに講
習を受けない場合には、命令違反として取り扱うものとする。

(4)輸送の安全確保命令と旅客の利便確保命令の両方をほぼ同時に発動するこ
ととなった場合及び1.(8)若しくは(9)又は2.(4)の場合は、一つの命令とし
て取り扱うものとする。

i美一全碓同命令又は『客の利更椛

又は､『i1---局の宮~卜r述灯ご営一"Pと 雲筆曇署欝響霊漂塞警察

(4)1.(8又は(9)に該当する場合

3．輸送の安全確保命令は、1.(1)～(9)の場合における輸送の安全確保に関する
違反に対し、行政処分等の基準に基づき行政処分を実施する場合は、当該行政
処分に併せて行い、また;i.doの場合は、その場で行うものとする。

4．旅客の利便確保命令は、2.(1)～(4)の場合における旅客の利便確保に関す畳
違反に対する行政処分等の基準に基づく処分の実施に併せて行うものとす
る。

5．輸送の安全確保命令又は旅客の利便確保命令の実施方法は3．及び4.に定め
るもののほか、以下のとおりとする。ただし、1.(10)による場合は(1)中、事
業者を地方運輸局等に呼び出す措置は適用しない。
(1事業者を地方運輸局等にII乎び出し、違反の内容に応じて施設又は運転者の
指導監督若しくは運行の管理の方法の改善その他違反の内容の是正のために
必要な措置を示して行うものとし、その実施状況について、道路運送法施行
規則（昭和26年運輸省令第75号）第66条第1項第5号の規定により、
命令の日から3月（必要に応じ、これより短い期間を定めることができる｡）
以内に届出を行うよう措置するものとする。

当該届出が当該期間までに行われない場合には、命令違反として取り扱う
ものとする。

(21.(8)若しくは(9)又は2.(4)に係る輸送の安全確保命令及び旅客の利便確
保命令を行う場合には、(1)に定める届出のほか、毎月一回の定期報告を別
表に定める期間行うよう命令することとする。

(3)1.(7及び2.(3)の場合は、(1)にかかわらず、期限を定めて適正化実施機
関が行う講習を受けるべき旨の命令を発動するものとし、当該期限までに講
習を受けない場合には、命令違反として取り扱うものとする。

て取り扱うものとする。

（新設）
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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できる。

附則（平成18年9月25日関自監旅第151号、関自保第409号一部
改正）

1．改正後の通達は、平成18年10月1日以降の違反行為から適用する。
2．平成18年9月30日までの違反行為については、改正前の通達に定める
基準により行政処分等を行うものとする。

附則（平成19年5月25日関自監旅第86号、関自保第217号一部
改正）

1．改正後の通達は、平成19年7月1日以降の違反行為から適用する。
2．平成19年6月30日までの違反行為については、改正前の通達に定める
基準により行政処分等を行うものとする。

附則（平成20年6月13日関自監旅第127号、関自保第100号一部
改正）

1．改正後の通達は、平成20年6月14日以降の違反行為から適用する。
2．平成20年6月13日までの違反行為については、改正前の通達に定める
基準により行政処分等を行うものとする。

附則（平成21年9月30日関自監旅第210号、関自保第221号一部
改正）
改正後の通達は、平成21年10月1日以降の違反行為から適用する。

附則（平成25年9月30日関自監旅第305号、関自保第323号一部
改正）

1．改正後の通達は、平成25年11月1日以降の違反行為から適用する。
2．平成25年10月31日以前の違反行為については､なお従前の例による。

附則（平成26年1月27日関自監旅第527号、関自保第591号一部
改正）
この通達は、平成26年1月27日から施行する。

瞳一旦磯普一睡』型-2-2-旦一閏亘迩f鯉-§-堕一閏雌…量一二

附則（平成18年9月25日関自監旅第151号、関自保第409号一部
改正）

1．改正後の通達は、平成18年10月1日以降の違反行為から適用する。
2．平成18年9月30日までの違反行為については、改正前の通達に定める
基準により行政処分等を行うものとする。

附則（平成19年5月25日関自監旅第86号、関自保第217号一部
改正）

1．改正後の通達は、平成19年7月1日以降の違反行為から適用する。
2．平成19年6月30日までの違反行為については、改正前の通達に定める
基準により行政処分等を行うものとする。

附則（平成20年6月13日関自監旅第127号、関自保第100号一部
改正）

1．改正後の通達は、平成20年6月14日以降の違反行為から適用する。
2．平成20年6月13日までの違反行為については、改正前の通達に定める
基準により行政処分等を行うものとする。

附則（平成21年9月30日関自監旅第210号、関自保第221号一部
改正）
改正後の通達は、平成21年10月1日以降の違反行為から適用する。

附則（平成25年9月30日関自監旅第305号、関自保第323号一部
改正）

1．改正後の通達は、平成25年11月1日以降の違反行為から適用する。
2．平成25年10月31日以前の違反行為については､なお従前の例による。

附則（平成26年1月27日関自監旅第527号、関自保第591号一部
改正）
この通達は、平成26年1月27日から施行する。

－6－
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(別表） (別表）

5．(2)に定める定期報告を行う期間について 5．(2)に定める定期報告を行う期間について

－7－

命令発動理由事垂 定期報告を行う期間

1．乗合
貸切α途綴鍔旦ボ湊毛善喜言
処分を行う場合

2．乗省
当する繋土…血

及び
よる

ただし書きに該

3．乗用の処分基準3．(5)ただし書きによ
る処分を行う場合。

命令の日から3ヶ月階

1．乗合
基 準4器筈誉詳
処分を行う場合。

(4)及び貸切の処分
i車等の使用停止

2．乗用の処分基準4．(4)により､自動車
等の使用停止処分を行う場合。

3．乗用の処分基準5．(3)により、自動車
等の使用停止処分又は事業の停止処分を
行う場合‘

。
■
■

Ｊ
一
『

■
■

命令の日から6ヶ月階

1．乗合の処分基準5.(1)ただし書き及び
貸切の砥7慰顕Tnrだ箔~曙言~だより
自動車等の使用停止処分又は事業の停止
処分を行う場合。

2．乗用の処分基準6.(1)ただし書きに』
り自動車等の使用停止処分若しくは事業
の停止処分又は営業区域の廃止に係る事
業計画の変更命令を行う場合。

命令の日から1年間

命令発動理由事項 定期報告を行う期間

1．乗合及び貸切の処分基準3．(4)ただし
書きによる処分を行う場合

2．乗合
書きに鍔馨殿｝

基準3．(6)ただし

3．乗用の処分基準3．(5)ただし書きによ
る処分を行う場合‘

命令の日から3ヶ月階

1．乗合及び貸切の処分基準4．(4)により
自動車等の使用停止処分を行う場合‘

2．乗用の処分基準4．(4)により、自動車
等の使用停止処分を行う場合‘

3．乗用の処分基準5．(3)により、自動車
等の使用停止処分又は事業の停止処分を
行う場合。

命令の日から6ヶ月階

1．乗合及び貸切の処分基準5.(1)ただし
書きにより自動車等の使用停止処分又I。
事業の停止処分を行う場合。

2．乗用の処分基準6.(1)ただし書きによ
り自動車等の使用停止処分若しくは事業
の停止処分又は営業区域の廃止に係る事
業計画の変更命令を行う場合‘

命令の日から1年階
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別 添
道路運送法に基づく輸送の安全確保命令及び旅客の利便確保命令の発動基準について(平成16年7月20日関自監一第156号･関自安第514号)新旧対照表

新 旧

関自監一 第１５６号 関自監一 第１５６号
関 自 安 第５１４号 関 自 安 第５１４号
平成１６年７月２０日 平成１６年７月２０日
関自監旅 第１５１号 関自監旅 第１５１号
関 自 保 第４０９号 関 自 保 第４０９号

一部改正 平成１８年９月２５日 一部改正 平成１８年９月２５日
関自監旅第 ８６ 号 関自監旅第 ８６ 号
関 自 保第 ２１７ 号 関 自 保第 ２１７ 号

一部改正 平成１９年５月２５日 一部改正 平成１９年５月２５日
関自監旅第 １２７ 号 関自監旅第 １２７ 号
関 自 保第 １００ 号 関 自 保第 １００ 号

一部改正 平成２０年６月１３日 一部改正 平成２０年６月１３日
関自監旅第 ２１０ 号 関自監旅第 ２１０ 号
関 自 保第 ２２１ 号 関 自 保第 ２２１ 号

一部改正 平成２１年９月３０日 一部改正 平成２１年９月３０日
関自監旅第 ３０５号 関自監旅第 ３０５号
関 自 保第 ３２３号 関 自 保第 ３２３号

一部改正 平成２５年９月２０日 一部改正 平成２５年９月２０日
関自監旅第 ５２７号
関 自 保第 ５９１号

一部改正 平成２６年１月２７日

管内運輸支局長 殿 管内運輸支局長 殿

関東運輸局長 関東運輸局長

道路運送法第２７条第３項の規定に基づく輸送の安全確保命令 道路運送法第２７条第２項の規定に基づく輸送の安全確保命令
及び旅客の利便確保命令の発動基準について 及び旅客の利便確保命令の発動基準について

道路運送法（昭和２６年法律第１８３号。以下「法」という。）第２８条第２ 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号。以下「法」という。）第２８条第２
項の規定に基づき、旅客自動車運送事業者に対し、輸送の安全を確保するために 項の規定に基づき、旅客自動車運送事業者に対し、輸送の安全を確保するために
必要な措置を講ずるべきことの命令（以下「輸送の安全確保命令」という。）及 必要な措置を講ずるべきことの命令（以下「輸送の安全確保命令」という。）及
び旅客の利便を確保するために必要な措置を講ずるべきことの命令（以下「旅客 び旅客の利便を確保するために必要な措置を講ずるべきことの命令（以下「旅客
の利便確保命令」という。）を行う際の基準を定めたので、これらの命令を発動 の利便確保命令」という。）を行う際の基準を定めたので、これらの命令を発動
する場合は、この基準によることとされたい。 する場合は、この基準によることとされたい。
なお、本基準は、平成１４年４月１７日以降に輸送の安全確保に関する違反又 なお、本基準は、平成１４年４月１７日以降に輸送の安全確保に関する違反又

は旅客の利便確保に関する違反により下記の要件に該当することとなったものか は旅客の利便確保に関する違反により下記の要件に該当することとなったものか
ら適用するものとする。 ら適用するものとする。

平成26年1月27日付一部改正
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記 記

１．法第２７条第３項の「輸送の安全が確保されていないと認めるとき」とは、 １．法第２７条第２項の「輸送の安全が確保されていないと認めるとき」とは、
次のいずれかに該当することとなったときをいう。 次のいずれかに該当することとなったときをいう。
(1) 「一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者に対 (1) 「一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者に対
する行政 処分等の基準について」（平成２５年９月２０日付け、関自監 する行政 処分等の基準について」（平成２５年９月２０日付け、関自監
旅第３００号、関自旅一第８０１号、関自保第３１９号。以下「乗合及び貸 旅第３００号、関自旅一第８０１号、関自保第３１９号。以下「乗合及び貸
切の処分基準」という。）及び「一般乗用旅客自動車運送事業者に対する行 切の処分基準」という。）及び「一般乗用旅客自動車運送事業者に対する行
政処分等の基準について」（平成２１年９月３０日付け、関自監旅第２１９ 政処分等の基準について」（平成２１年９月３０日付け、関自監旅第２１９
号、関自旅二第１１１６号、関自保第２３０号。以下「乗用の処分基準」と 号、関自旅二第１１１６号、関自保第２３０号。以下「乗用の処分基準」と
いう。）による事業者単位での違反点数の累計が２０点超である事業者（当 いう。）による事業者単位での違反点数の累計が２０点超である事業者（当
該違反点数の中に輸送の安全確保に関する違反（法第２２条の２第１項、第 該違反点数の中に輸送の安全確保に関する違反（法第２２条の２第１項、第
４項及び第６項、第２３条第１項、第２３条の５第２項及び第３項並びに法 ４項及び第６項、第２３条第１項、第２３条の５第２項及び第３項並びに法
第２７条第２項の規定に基づく旅客自動車運送事業運輸規則（昭和３１年運 第２７条第１項の規定に基づく旅客自動車運送事業運輸規則（昭和３１年運
輸省令第４４号。以下「運輸規則」という。）第１４条、第１５条（第３号 輸省令第４４号。以下「運輸規則」という。）第１４条、第１５条（第３号
に係るものを除く。）、第２０条から第２２条第１項まで、第２３条から第２ に係るものを除く。）、第２０条から第２２条第１項まで、第２３条から第２
８条の２まで、第３５条及び第３６条まで、第３７条第１項及び第２項まで、 ８条の２まで、第３５条及び第３６条まで、第３７条第１項及び第２項まで、
第３８条、第４１条、第４２条第２項（第５２条第１５号並びに第５３条第 第３８条、第４１条、第４２条第２項（第５２条第１５号並びに第５３条第
５号及び第６号に係るものを除く。）、第４３条、第４５条から第４７条まで ５号及び第６号に係るものを除く。）、第４３条、第４５条から第４７条まで
並びに第４８条の２から第４８条の４第１項までの規定に係る違反をいう。 並びに第４８条の２から第４８条の４第１項までの規定に係る違反をいう。
以下同じ。）によるものを含まない場合を除く。）であって、乗合及び貸切の 以下同じ。）によるものを含まない場合を除く。）であって、乗合及び貸切の
処分基準1.(10)及び乗用の処分基準1.(11)に基づく出頭要請を拒否し、又は 処分基準1.(10)及び乗用の処分基準1.(11)に基づく出頭要請を拒否し、又は
事業の改善状況の報告を行わない者が、出頭要請から１年以内に再度法第４ 事業の改善状況の報告を行わない者が、出頭要請から１年以内に再度法第４
０条の規定に基づく自動車等の使用停止処分以上の輸送の安全確保に関する ０条の規定に基づく自動車等の使用停止処分以上の輸送の安全確保に関する
違反を行った場合。 違反を行った場合。

(2) 輸送の安全確保に関する違反に伴い死亡事故又は重傷事故を惹起した事業 (2) 輸送の安全確保に関する違反に伴い死亡事故又は重傷事故を惹起した事業
者が、過去３年間以内に法第４０条の規定に基づく自動車等の使用停止処分 者が、過去３年間以内に法第４０条の規定に基づく自動車等の使用停止処分
以上の輸送の安全確保に関する違反を行っていた場合。 以上の輸送の安全確保に関する違反を行っていた場合。

(3) 輸送の安全確保に関する違反の内容が、社会的影響のある悪質なものであ (3) 輸送の安全確保に関する違反の内容が、社会的影響のある悪質なものであ
ると認められた場合。 ると認められた場合。

(4) 安全管理規程の遵守を怠り死亡事故又は重傷事故を惹起した安全管理規程 (4) 安全管理規程の遵守を怠り死亡事故又は重傷事故を惹起した安全管理規程
の設定及び安全統括管理者の選任義務付け事業者が、過去３年間以内に法第 の設定及び安全統括管理者の選任義務付け事業者が、過去３年間以内に法第
４０条の規定に基づく自動車等の使用停止処分以上の輸送の安全確保に関す ４０条の規定に基づく自動車等の使用停止処分以上の輸送の安全確保に関す
る違反を行っていた場合。 る違反を行っていた場合。

(5) 法第２３条の規定に基づく運行管理者が、選任すべき数を満たしていない (5) 法第２３条の規定に基づく運行管理者が、選任すべき数を満たしていない
場合（選任している運行管理者が、１月以上不在となっている場合を含む。） 場合（選任している運行管理者が、１月以上不在となっている場合を含む。）
又は法第２３条の３の規定に基づき運行管理者資格者証の返納を命ずること 又は法第２３条の３の規定に基づき運行管理者資格者証の返納を命ずること
により選任すべき数を満たさなくなる場合。 により選任すべき数を満たさなくなる場合。

(6) 道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第５０条の規定に基づく整 (6) 道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第５０条の規定に基づく整
備管理者が選任されていない場合又は同法第５３条の規定に基づき整備管理 備管理者が選任されていない場合又は同法第５３条の規定に基づき整備管理
者の解任を命ずることにより整備管理者が存在しなくなる場合。 者の解任を命ずることにより整備管理者が存在しなくなる場合。

(7) タクシー業務適正化特別措置法（昭和４５年法律第７５号）第２条第６項 (7) タクシー業務適正化特別措置法（昭和４５年法律第７５号）第２条第６項
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の特定指定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者の許可を の特定指定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者の許可を
受ける個人のみが自動車を運転することにより当該事業を行うべき旨の条件 受ける個人のみが自動車を運転することにより当該事業を行うべき旨の条件
の付された一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者（以下「個人タク の付された一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者（以下「個人タク
シー事業者」という。）の業務上の行為により運輸規則上の輸送の安全確保 シー事業者」という。）の業務上の行為により運輸規則上の輸送の安全確保
に関する違反で文書警告以上の行政処分等を行った場合。 に関する違反で文書警告以上の行政処分等を行った場合。

(8) 乗合及び貸切の処分基準に定める次のいずれかに該当する場合。 (8) 乗合及び貸切の処分基準に定める次のいずれかに該当する場合。
(ｱ) 3.(4)ただし書きによる処分を行う場合。 (ｱ) 3.(4)ただし書きによる処分を行う場合。
(ｲ) 3.(6)ただし書きに該当する場合。 (ｲ) 3.(6)ただし書きに該当する場合。
(ｳ) 4.(4)により、自動車等の使用停止処分を行う場合。 (ｳ) 4.(4)により、自動車等の使用停止処分を行う場合。
(ｴ) 5.(1)ただし書きにより自動車等の使用停止処分又は事業の停止処分を (ｴ) 5.(1)ただし書きにより自動車等の使用停止処分又は事業の停止処分を
行う場合。 行う場合。

(9) 乗用の処分基準に定める次のいずれかに該当する場合。 (9) 乗用の処分基準に定める次のいずれかに該当する場合。
(ｱ) 3.(5)ただし書きによる処分を行う場合。 (ｱ) 3.(5)ただし書きによる処分を行う場合。
(ｲ) 4.(4)により、自動車等の使用停止処分を行う場合。 (ｲ) 4.(4)により、自動車等の使用停止処分を行う場合。
(ｳ) 5.(3)により、自動車等の使用停止処分又は事業の停止処分を行う場合。 (ｳ) 5.(3)により、自動車等の使用停止処分又は事業の停止処分を行う場合。
(ｴ) 6.(1)ただし書きにより自動車等の使用停止処分若しくは事業の停止処 (ｴ) 6.(1)ただし書きにより自動車等の使用停止処分若しくは事業の停止処
分又は営業区域の廃止に係る事業計画の変更命令を行う場合。 分又は営業区域の廃止に係る事業計画の変更命令を行う場合。

(10)「自動車運送事業の監査方針について」（平成２５年９月２０日付け、関 (10)「自動車運送事業の監査方針について」（平成２５年９月２０日付け、関
自監旅第３０２号、関自監貨第３０４号、関自旅一第８００号、関自旅二第 自監旅第３０２号、関自監貨第３０４号、関自旅一第８００号、関自旅二第
９３５号、関自貨第７４３号、関自保第３１８号）に規定する街頭監査等に ９３５号、関自貨第７４３号、関自保第３１８号）に規定する街頭監査等に
おいて、交替運転者の配置、運行経路の変更、運行の中止等必要な是正措置 おいて、交替運転者の配置、運行経路の変更、運行の中止等必要な是正措置
を講ずることを指導したにもかかわらず、是正措置が講じられず、当該運転 を講ずることを指導したにもかかわらず、是正措置が講じられず、当該運転
者が安全な運行を継続することができないおそれがあると認められた場合。 者が安全な運行を継続することができないおそれがあると認められた場合。

２．法第２７条第３項の「旅客の利便が確保されていないと認めるとき」とは、 ２．法第２７条第２項の「旅客の利便が確保されていないと認めるとき」とは、
次のいずれかに該当することとなったときをいう。 次のいずれかに該当することとなったときをいう。
(1) 乗合及び貸切の処分基準及び乗用の処分基準（以下「行政処分等の基準」 (1) 乗合及び貸切の処分基準及び乗用の処分基準（以下「行政処分等の基準」
という。）による事業者単位での違反点数の累計が２０点超である事業者（当 という。）による事業者単位での違反点数の累計が２０点超である事業者（当
該違反点数の中に旅客の利便確保に関する違反（法第２７条第２項の規定に 該違反点数の中に旅客の利便確保に関する違反（法第２７条第１項の規定に
基づく運輸規則第２条第２項及び第３項、第３条から第１２条まで、第１５ 基づく運輸規則第２条第２項及び第３項、第３条から第１２条まで、第１５
条第３号、第１６条から第１９条の２まで、第２９条、第３７条第３項及び 条第３号、第１６条から第１９条の２まで、第２９条、第３７条第３項及び
第４項まで、第３９条及び第４０条まで、第４２条第１項、同条第２項（第 第４項まで、第３９条及び第４０条まで、第４２条第１項、同条第２項（第
５２条第１５号及び第５３条第５号から第７号までに係るものに限る。）並 ５２条第１５号及び第５３条第５号から第７号までに係るものに限る。）並
びに第４４条の規定に係る違反をいう。以下同じ。）によるものを含まない びに第４４条の規定に係る違反をいう。以下同じ。）によるものを含まない
場合を除く。）であって、乗合及び貸切の処分基準1.(10)及び乗用の処分基 場合を除く。）であって、乗合及び貸切の処分基準1.(10)及び乗用の処分基
準1.(11)に基づく運輸局等からの出頭要請を拒否し、又は事業の改善状況の 準1.(11)に基づく運輸局等からの出頭要請を拒否し、又は事業の改善状況の
報告を行わない者が、出頭要請から１年以内に再度法第４０条の規定に基づ 報告を行わない者が、出頭要請から１年以内に再度法第４０条の規定に基づ
く自動車等の使用停止処分以上の旅客の利便確保に関する違反を行った場 く自動車等の使用停止処分以上の旅客の利便確保に関する違反を行った場
合。 合。

(2) 旅客の利便確保に関する違反の内容が、社会的影響のある悪質なものであ (2) 旅客の利便確保に関する違反の内容が、社会的影響のある悪質なものであ
ると認められた場合。 ると認められた場合。

(3) タクシー業務適正化特別措置法（昭和４５年法律第７５号）第２条第６項 (3) タクシー業務適正化特別措置法（昭和４５年法律第７５号）第２条第６項
の特定指定地域内に営業所を有する個人タクシー事業者が業務上の行為によ の特定指定地域内に営業所を有する個人タクシー事業者が業務上の行為によ
り運輸規則上の旅客の利便確保に関する違反で文書警告以上の行政処分等を り運輸規則上の旅客の利便確保に関する違反で文書警告以上の行政処分等を
行った場合。 行った場合。
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(4) 1.(8)又は(9)に該当する場合 (4) 1.(8)又は(9)に該当する場合

３．輸送の安全確保命令は、１．(1)～(9)の場合における輸送の安全確保に関す ３．輸送の安全確保命令は、１．(1)～(9)の場合における輸送の安全確保に関す
る違反に対し、行政処分等の基準に基づき行政処分を実施する場合は、当該行 る違反に対し、行政処分等の基準に基づき行政処分を実施する場合は、当該行
政処分に併せて行い、また、１．(10)の場合は、その場で行うものとする。 政処分に併せて行い、また、１．(10)の場合は、その場で行うものとする。

４．旅客の利便確保命令は、２．(1)～(4)の場合における旅客の利便確保に関す ４．旅客の利便確保命令は、２．(1)～(4)の場合における旅客の利便確保に関す
る違反に対する行政処分等の基準に基づく処分の実施に併せて行うものとす る違反に対する行政処分等の基準に基づく処分の実施に併せて行うものとす
る。 る。

５．輸送の安全確保命令又は旅客の利便確保命令の実施方法は、３．及び４．に ５．輸送の安全確保命令又は旅客の利便確保命令の実施方法は、３．及び４．に
定めるもののほか、以下のとおりとする。ただし、１.(10)による場合は(1)中、 定めるもののほか、以下のとおりとする。ただし、１.(10)による場合は(1)中、
事業者を運輸局等に呼び出す措置は適用しない。 事業者を運輸局等に呼び出す措置は適用しない。
(1) 事業者を運輸局等に呼び出し、違反の内容に応じて施設又は運転者の指導 (1) 事業者を運輸局等に呼び出し、違反の内容に応じて施設又は運転者の指導
監督若しくは運行の管理の方法の改善その他違反の内容の是正のために必要 監督若しくは運行の管理の方法の改善その他違反の内容の是正のために必要
な措置を示して行うものとし、その実施状況について、道路運送法施行規則 な措置を示して行うものとし、その実施状況について、道路運送法施行規則
（昭和２６年運輸省令第７５号）第６６条第１項第５号の規定により、命令 （昭和２６年運輸省令第７５号）第６６条第１項第５号の規定により、命令
の日から３月（必要に応じ、これより短い期間を定めることができる。）以 の日から３月（必要に応じ、これより短い期間を定めることができる。）以
内に届出を行うよう措置するものとする。 内に届出を行うよう措置するものとする。
当該届出が当該期間までに行われない場合には、命令違反として取り扱う 当該届出が当該期間までに行われない場合には、命令違反として取り扱う

ものとする。 ものとする。
(2) １．(8)若しくは(9)又は２．(4)に係る輸送の安全確保命令及び旅客の利 (2) １．(8)若しくは(9)又は２．(4)に係る輸送の安全確保命令及び旅客の利
便確保命令を行う場合には、(1)に定める届出のほか、毎月一回の定期報告 便確保命令を行う場合には、(1)に定める届出のほか、毎月一回の定期報告
を別表に定める期間行うよう命令することとする。 を別表に定める期間行うよう命令することとする。

(3) １．(7)及び２．(3)の場合は、(1)にかかわらず、期限を定めて適正化実 (3) １．(7)及び２．(3)の場合は、(1)にかかわらず、期限を定めて適正化実
施機関が行う講習を受けるべき旨の命令を発動するものとし、当該期限まで 施機関が行う講習を受けるべき旨の命令を発動するものとし、当該期限まで
に講習を受けない場合には、命令違反として取り扱うものとする。 に講習を受けない場合には、命令違反として取り扱うものとする。

(4) 上記(1)、(3)の命令違反として取り扱う場合には、法第２７条第３項に係 (4) 上記(1)、(3)の命令違反として取り扱う場合には、法第２７条第２項に係
る違反行為としての行政処分等の基準に基づく行政処分を実施するととも る違反行為としての行政処分等の基準に基づく行政処分を実施するととも
に、併せて再度輸送の安全確保命令又は旅客の利便確保命令を発出するもの に、併せて再度輸送の安全確保命令又は旅客の利便確保命令を発出するもの
とし、再度これに従わなかった場合は、行政処分等の基準に従い、許可の取 とし、再度これに従わなかった場合は、行政処分等の基準に従い、許可の取
消処分を行うこととする。 消処分を行うこととする。

(5) 輸送の安全確保命令と旅客の利便確保命令の両方をほぼ同時に発動するこ (5) 輸送の安全確保命令と旅客の利便確保命令の両方をほぼ同時に発動するこ
ととなった場合及び１．(8)若しくは(9)又は２．(4)の場合は、一つの命令 ととなった場合及び１．(8)若しくは(9)又は２．(4)の場合は、一つの命令
として取り扱うものとする。 として取り扱うものとする。

附 則（平成１８年９月２５日 関自監旅第１５１号、関自保第４０９号 一部 附 則（平成１８年９月２５日 関自監旅第１５１号、関自保第４０９号 一部
改正） 改正）

１．改正後の通達は、平成１８年１０月１日以降の違反行為から適用する。 １．改正後の通達は、平成１８年１０月１日以降の違反行為から適用する。
２．平成１８年９月３０日までの違反行為については、改正前の通達に定める ２．平成１８年９月３０日までの違反行為については、改正前の通達に定める
基準により行政処分等を行うものとする。 基準により行政処分等を行うものとする。

附 則（平成１９年５月２５日 関自監旅第 ８６号、関自保第２１７号 一部 附 則（平成１９年５月２５日 関自監旅第 ８６号、関自保第２１７号 一部
改正） 改正）

１．改正後の通達は、平成１９年７月１日以降の違反行為から適用する。 １．改正後の通達は、平成１９年７月１日以降の違反行為から適用する。
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２．平成１９年６月３０日までの違反行為については、改正前の通達に定める ２．平成１９年６月３０日までの違反行為については、改正前の通達に定める
基準により行政処分等を行うものとする。 基準により行政処分等を行うものとする。

附 則（平成２０年６月１３日 関自監旅第１２７号、関自保第１００号 一部 附 則（平成２０年６月１３日 関自監旅第１２７号、関自保第１００号 一部
改正） 改正）

１．改正後の通達は、平成２０年６月１４日以降の違反行為から適用する。 １．改正後の通達は、平成２０年６月１４日以降の違反行為から適用する。
２．平成２０年６月１３日までの違反行為については、改正前の通達に定める ２．平成２０年６月１３日までの違反行為については、改正前の通達に定める
基準により行政処分等を行うものとする。 基準により行政処分等を行うものとする。

附 則（平成２１年９月３０日 関自監旅第２１０号、関自保第２２１号 一部 附 則（平成２１年９月３０日 関自監旅第２１０号、関自保第２２１号 一部
改正） 改正）
改正後の通達は、平成２１年１０月１日以降の違反行為から適用する。 改正後の通達は、平成２１年１０月１日以降の違反行為から適用する。

附 則（平成２５年９月３０日 関自監旅第３０５号、関自保第３２３号 一部 附 則（平成２５年９月３０日 関自監旅第３０５号、関自保第３２３号 一部
改正） 改正）
１．改正後の通達は、平成２５年１１月１日以降の違反行為から適用する。 １．改正後の通達は、平成２５年１１月１日以降の違反行為から適用する。
２．平成２５年１０月３１日以前の違反行為については、なお従前の例による。 ２．平成２５年１０月３１日以前の違反行為については、なお従前の例による。

附 則（平成２６年１月２７日 関自監旅第５２７号、関自保第５９１号 一部
改正）
この通達は、平成２６年１月２７日から施行する。
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（別表）
５．(2)に定める定期報告を行う期間について

（別表）
５．(2)に定める定期報告を行う期間について

命令発動理由事項 定期報告を行う期間 命令発動理由事項 定期報告を行う期間

１．乗合及び貸切の処分基準 3.(4)ただし 命令の日から３ヶ月間 １．乗合及び貸切の処分基準 3.(4)ただし 命令の日から３ヶ月間
書きによる処分を行う場合 書きによる処分を行う場合
２．乗合及び貸切の処分基準 3.(6)ただし ２．乗合及び貸切の処分基準 3.(6)ただし
書きに該当する場合。 書きに該当する場合。
３．乗用の処分基準 3.(5)ただし書きによ ３．乗用の処分基準 3.(5)ただし書きによ
る処分を行う場合。 る処分を行う場合。

１．乗合及び貸切の処分基準 4.(4)により、 命令の日から６ヶ月間 １．乗合及び貸切の処分基準 4.(4)により、 命令の日から６ヶ月間
自動車等の使用停止処分を行う場合。 自動車等の使用停止処分を行う場合。
２．乗用の処分基準 4.(4)により、自動車 ２．乗用の処分基準 4.(4)により、自動車
等の使用停止処分を行う場合。 等の使用停止処分を行う場合。
３．乗用の処分基準 5.(3)により、自動車 ３．乗用の処分基準 5.(3)により、自動車
等の使用停止処分又は事業の停止処分を 等の使用停止処分又は事業の停止処分を
行う場合。 行う場合。

１．乗合及び貸切の処分基準 5.(1)ただし 命令の日から１年間 １．乗合及び貸切の処分基準 5.(1)ただし 命令の日から１年間
書きにより自動車等の使用停止処分又は 書きにより自動車等の使用停止処分又は
事業の停止処分を行う場合。 事業の停止処分を行う場合。
２．乗用の処分基準 6.(1)ただし書きによ ２．乗用の処分基準 6.(1)ただし書きによ
り自動車等の使用停止処分若しくは事業 り自動車等の使用停止処分若しくは事業
の停止処分又は営業区域の廃止に係る事 の停止処分又は営業区域の廃止に係る事
業計画の変更命令を行う場合。 業計画の変更命令を行う場合。
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関 自 安 第５１４号 関 自 安 第５１４号
平成１６年７月２０日 平成１６年７月２０日
関自監旅 第１５１号 関自監旅 第１５１号
関 自 保 第４０９号 関 自 保 第４０９号

一部改正 平成１８年９月２５日 一部改正 平成１８年９月２５日
関自監旅第 ８６ 号 関自監旅第 ８６ 号
関 自 保第 ２１７ 号 関 自 保第 ２１７ 号

一部改正 平成１９年５月２５日 一部改正 平成１９年５月２５日
関自監旅第 １２７ 号 関自監旅第 １２７ 号
関 自 保第 １００ 号 関 自 保第 １００ 号

一部改正 平成２０年６月１３日 一部改正 平成２０年６月１３日
関自監旅第 ２１０ 号
関 自 保第 ２２１ 号

一部改正 平成２１年９月３０日

管内運輸支局長 殿 管内運輸支局長 殿

関東運輸局長 関東運輸局長

道路運送法第２７条第２項の規定に基づく輸送の安全確保命令 道路運送法第２７条第２項の規定に基づく輸送の安全確保命令
及び旅客の利便確保命令の発動基準について 及び旅客の利便確保命令の発動基準について

道路運送法（昭和２６年法律第１８３号。以下「法」という。）第２８条第２ 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号。以下「法」という。）第２８条第２
項の規定に基づき、旅客自動車運送事業者に対し、輸送の安全を確保するために 項の規定に基づき、旅客自動車運送事業者に対し、輸送の安全を確保するために
必要な措置を講ずるべきことの命令（以下「輸送の安全確保命令」という。）及 必要な措置を講ずるべきことの命令（以下「輸送の安全確保命令」という。）及
び旅客の利便を確保するために必要な措置を講ずるべきことの命令（以下「旅客 び旅客の利便を確保するために必要な措置を講ずるべきことの命令（以下「旅客
の利便確保命令」という。）を行う際の基準を定めたので、これらの命令を発動 の利便確保命令」という。）を行う際の基準を定めたので、これらの命令を発動
する場合は、この基準によることとされたい。 する場合は、この基準によることとされたい。

なお、本基準は、法第２８条第１項に基づき旅客自動車運送事業運輸規則（昭 なお、本基準は、法第２８条第１項に基づき旅客自動車運送事業運輸規則（昭
和３１年運輸省令第４４号。以下「運輸規則」という。）に規定された輸送の安 和３１年運輸省令第４４号。以下「運輸規則」という。）に規定された輸送の安
全の確保に関する事項に係る違反（以下「輸送の安全確保に関する違反」という。） 全の確保に関する事項に係る違反（以下「輸送の安全確保に関する違反」という。）
又は旅客の利便の確保に関する事項に係る違反（以下「旅客の利便確保に関する 又は旅客の利便の確保に関する事項に係る違反（以下「旅客の利便確保に関する
違反」という。）により下記の要件に該当するものに対して適用するものとする。 違反」という。）により下記の要件に該当するものに対して適用するものとする。

記 記
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１．法第２７条第２項の「輸送の安全が確保されていないと認めるとき」とは、 １．法第２７条第２項の「輸送の安全が確保されていないと認めるとき」とは、
次のいずれかに該当することとなったときをいう。 次のいずれかに該当することとなったときをいう。
(1)「一般乗合旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」（平 (1)「一般乗合旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」（平
成２１年９月３０日付け、関自監旅第２１３号、関自旅一第７１０号、関自 成１４年１月３１日付け、関自旅１第１４２６号、関整保第９３５号。以下
保第２２４号。以下「乗合の処分基準」という。）、「一般貸切旅客自動車運 「乗合の処分基準」という。）、「一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行
送事業者に対する行政処分等の基準について」（平成２１年９月３０日付け、 政処分等の基準について」（平成１４年１月３１日付け、関自旅１第１４２
関自監旅第２１６号、関自旅一第７１３号、関自保第２２７号。以下「貸切 ７号、関整保第９３６号。以下「貸切の処分基準」という。）及び「一般乗
の処分基準」という。）及び「一般乗用旅客自動車運送事業者に対する行政 用旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」（平成１４年
処分等の基準について」（平成２１年９月３０日付け、関自監旅第２１９号、 １月３１日付け、関自旅２第６５５４号、関整保第９４６号。以下「乗用の
関自旅二第１１１６号、関自保第２３０号。以下「乗用の処分基準」という。） 処分基準」という。）による事業者単位での違反点数の累計が２０点超であ
による事業者単位での違反点数の累計が２０点超である事業者（当該違反点 る事業者（当該違反点数の中に輸送の安全確保に関する違反によるものを含
数の中に輸送の安全確保に関する違反によるものを含まない場合を除く。） まない場合を除く。）であって、乗合の処分基準1.(9)、貸切の処分基準1.(9)
であって、乗合の処分基準1.(10)、貸切の処分基準1.(10)及び乗用の処分基 及び乗用の処分基準1.(10)に基づく関東運輸局又は運輸支局（以下「運輸局
準1.(11)に基づく関東運輸局又は運輸支局（以下「運輸局等」という。）か 等」という。）からの出頭要請を拒否し、又は事業の改善状況の報告を行わ
らの出頭要請を拒否し、又は事業の改善状況の報告を行わない者が、出頭要 ない者が、出頭要請から１年以内に再度法第４０条の規定に基づく自動車等
請から１年以内に再度法第４０条の規定に基づく自動車等の使用停止処分以 の使用停止処分以上の輸送の安全確保に関する違反を行った場合。
上の輸送の安全確保に関する違反を行った場合。 (2) 輸送の安全確保に関する違反に伴い死亡事故又は重傷事故を惹起した事業

(2) 輸送の安全確保に関する違反に伴い死亡事故又は重傷事故を惹起した事業 者が、過去３年間以内に法第４０条の規定に基づく自動車等の使用停止処分
者が、過去３年間以内に法第４０条の規定に基づく自動車等の使用停止処分 以上の輸送の安全確保に関する違反を行っていた場合。
以上の輸送の安全確保に関する違反を行っていた場合。 (3) 輸送の安全確保に関する違反の内容が、社会的影響のある悪質なものであ

(3) 輸送の安全確保に関する違反の内容が、社会的影響のある悪質なものであ ると認められた場合。
ると認められた場合。 (4) 安全管理規程の遵守を怠り死亡事故又は重傷事故を惹起した安全管理規程

(4) 安全管理規程の遵守を怠り死亡事故又は重傷事故を惹起した安全管理規程 の設定及び安全統括管理者の選任義務付け事業者が、過去３年間以内に法第
の設定及び安全統括管理者の選任義務付け事業者が、過去３年間以内に法第 ４０条の規定に基づく自動車等の使用停止処分以上の輸送の安全確保に関す
４０条の規定に基づく自動車等の使用停止処分以上の輸送の安全確保に関す る違反を行っていた場合。
る違反を行っていた場合。 (5）法第２３条の規定に基づく運行管理者が、選任すべき数を満たしていない

(5）法第２３条の規定に基づく運行管理者が、選任すべき数を満たしていない 場合（選任している運行管理者が、１月以上不在となっている場合を含む。）
場合（選任している運行管理者が、１月以上不在となっている場合を含む。） 又は法第２３条の３の規定に基づき運行管理者資格者証の返納を命ずること
又は法第２３条の３の規定に基づき運行管理者資格者証の返納を命ずること により選任すべき数を満たさなくなる場合。
により選任すべき数を満たさなくなる場合。 (6) 道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第５０条の規定に基づく整

(6) 道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第５０条の規定に基づく整 備管理者が、選任されていない場合又は同法第５３条の規定に基づき整備管
備管理者が、選任されていない場合又は同法第５３条の規定に基づき整備管 理者の解任を命ずることにより整備管理者が存在しなくなる場合。
理者の解任を命ずることにより整備管理者が存在しなくなる場合。 (7) タクシー業務適正化特別措置法（昭和４５年法律第７５号）第２条第６項

(7) タクシー業務適正化特別措置法（昭和４５年法律第７５号）第２条第６項 の特定指定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者の許可を
の特定指定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者の許可を 受ける個人のみが自動車を運転することにより当該事業を行うべき旨の条件
受ける個人のみが自動車を運転することにより当該事業を行うべき旨の条件 の付された一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者（以下「個人タク
の付された一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者（以下「個人タク シー事業者」という。）の業務上の行為により運輸規則上の輸送の安全確保
シー事業者」という。）の業務上の行為により運輸規則上の輸送の安全確保 に関する違反で文書警告以上の行政処分等を行った場合。
に関する違反で文書警告以上の行政処分等を行った場合。 (8) 乗合の処分基準に定める次のいずれかに該当する場合。

(8) 乗合の処分基準に定める次のいずれかに該当する場合。 (ｱ) 3.(3)ただし書きによる処分を行う場合。
(ｱ) 3.(4)ただし書きによる処分を行う場合。 (ｲ) 3.(5)ただし書きに該当する場合。
(ｲ) 3.(6)ただし書きに該当する場合。 (ｳ) 4.(4)により、自動車等の使用停止処分を行う場合。
(ｳ) 4.(4)により、自動車等の使用停止処分を行う場合。 (ｴ) 5.ただし書きにより自動車等の使用停止処分又は事業の停止処分を行う
(ｴ) 5.(1)ただし書きにより自動車等の使用停止処分又は事業の停止処分を 場合。

行う場合。 (9) 貸切の処分基準に定める次のいずれかに該当する場合。
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(9) 貸切の処分基準に定める次のいずれかに該当する場合。 (ｱ) 3.(3)ただし書きに該当する場合。
(ｱ) 3.(4)ただし書きに該当する場合。 (ｲ) 4.(4)により、自動車等の使用停止処分を行う場合。
(ｲ) 4.(4)により、自動車等の使用停止処分を行う場合。 (ｳ) 5.ただし書きにより自動車等の使用停止処分又は事業の停止処分を行う
(ｳ) 5.(1)ただし書きにより自動車等の使用停止処分又は事業の停止処分を 場合。

行う場合。 (10) 乗用の処分基準に定める次のいずれかに該当する場合。
(10) 乗用の処分基準に定める次のいずれかに該当する場合。 (ｱ) 3.(4)ただし書きによる処分を行う場合。

(ｱ) 3.(5)ただし書きによる処分を行う場合。 (ｲ) 4.(4)により、自動車等の使用停止処分を行う場合。
(ｲ) 4.(4)により、自動車等の使用停止処分を行う場合。 (ｳ) 5.(2)により、自動車等の使用停止処分又は事業の停止処分を行う場合。
(ｳ) 5.(3)により、自動車等の使用停止処分又は事業の停止処分を行う場合。 (ｴ) 6.ただし書きにより自動車等の使用停止処分若しくは事業の停止処分又
(ｴ) 6.(1)ただし書きにより自動車等の使用停止処分若しくは事業の停止処 は営業区域の廃止に係る事業計画の変更命令を行う場合。
分又は営業区域の廃止に係る事業計画の変更命令を行う場合。

２．法第２７条第２項の「旅客の利便が確保されていないと認めるとき」とは、
２．法第２７条第２項の「旅客の利便が確保されていないと認めるとき」とは、 次のいずれかに該当することとなったときをいう。

次のいずれかに該当することとなったときをいう。 (1) 乗合の処分基準、貸切の処分基準及び乗用の処分基準（以下「行政処分等
(1) 乗合の処分基準、貸切の処分基準及び乗用の処分基準（以下「行政処分等 の基準」という。）による事業者単位での違反点数の累計が２０点超である

の基準」という。）による事業者単位での違反点数の累計が２０点超である 事業者（当該違反点数の中に旅客の利便確保に関する違反によるものを含ま
事業者（当該違反点数の中に旅客の利便確保に関する違反によるものを含ま ない場合を除く。）であって、乗合の処分基準1.(9)、貸切の処分基準1.(9)
ない場合を除く。）であって、乗合の処分基準1.(10)、貸切の処分基準1.(10) 及び乗用の処分基準1.(10)に基づく運輸局等からの出頭要請を拒否し、又は
及び乗用の処分基準1.(11)に基づく運輸局等からの出頭要請を拒否し、又は 事業の改善状況の報告を行わない者が、出頭要請から１年以内に再度法第４
事業の改善状況の報告を行わない者が、出頭要請から１年以内に再度法第４ ０条の規定に基づく自動車等の使用停止処分以上の旅客の利便確保に関する
０条の規定に基づく自動車等の使用停止処分以上の旅客の利便確保に関する 違反を行った場合。
違反を行った場合。 (2) 旅客の利便確保に関する違反の内容が、社会的影響のある悪質なものであ

(2) 旅客の利便確保に関する違反の内容が、社会的影響のある悪質なものであ ると認められた場合。
ると認められた場合。 (3) タクシー業務適正化特別措置法（昭和４５年法律第７５号）第２条第６項

(3) タクシー業務適正化特別措置法（昭和４５年法律第７５号）第２条第６項 の特定指定地域内に営業所を有する個人タクシー事業者が業務上の行為によ
の特定指定地域内に営業所を有する個人タクシー事業者が業務上の行為によ り運輸規則上の旅客の利便確保に関する違反で文書警告以上の行政処分等を
り運輸規則上の旅客の利便確保に関する違反で文書警告以上の行政処分等を 行った場合。
行った場合。

(4) 1.(8)、(9)又は(10)に該当する場合
(4) 1.(8)、(9)又は(10)に該当する場合

３．輸送の安全確保命令は、１．(1)～(10)の場合における輸送の安全確保に関
３．輸送の安全確保命令は、１．(1)～(10)の場合における輸送の安全確保に関 する違反に対する行政処分等の基準に基づく処分の実施に併せて行うものとす

する違反に対する行政処分等の基準に基づく処分の実施に併せて行うものとす る。
る。

４．旅客の利便確保命令は、２．(1)～(4)の場合における旅客の利便確保に関す
４．旅客の利便確保命令は、２．(1)～(4)の場合における旅客の利便確保に関す る違反に対する行政処分等の基準に基づく処分の実施に併せて行うものとす
る違反に対する行政処分等の基準に基づく処分の実施に併せて行うものとす る。
る。

５．輸送の安全確保命令又は旅客の利便確保命令の実施方法は、３．及び４．に
５．輸送の安全確保命令又は旅客の利便確保命令の実施方法は、３．及び４．に 定めるもののほか、以下のとおりとする。
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定めるもののほか、以下のとおりとする。 (1) 事業者を運輸局等に呼び出し、違反の内容に応じて施設又は運転者の指導
(1) 事業者を運輸局等に呼び出し、違反の内容に応じて施設又は運転者の指導 監督若しくは運行の管理の方法の改善その他違反の内容の是正のために必要

監督若しくは運行の管理の方法の改善その他違反の内容の是正のために必要 な措置を示して行うものとし、その実施状況について、道路運送法施行規則
な措置を示して行うものとし、その実施状況について、道路運送法施行規則 （昭和２６年８月１８日運輸省令第７５号）第６６条第１項第５号の規定に
（昭和２６年８月１８日運輸省令第７５号）第６６条第１項第５号の規定に より、命令の日から３月（必要に応じ、これより短い期間を定めることがで
より、命令の日から３月（必要に応じ、これより短い期間を定めることがで きる。）以内に届出を行うよう措置するものとする。
きる。）以内に届出を行うよう措置するものとする。 当該届出が当該期間までに行われない場合には、命令違反として取り扱う
当該届出が当該期間までに行われない場合には、命令違反として取り扱う ものとする。

ものとする。 (2) １．(8)、(9)若しくは(10)又は２．(4)に係る輸送の安全確保命令及び旅
(2) １．(8)、(9)若しくは(10)又は２．(4)に係る輸送の安全確保命令及び旅 客の利便確保命令を行う場合には、(1)に定める届出のほか、毎月一回の定

客の利便確保命令を行う場合には、(1)に定める届出のほか、毎月一回の定 期報告を別表に定める期間行うよう命令することとする。
期報告を別表に定める期間行うよう命令することとする。 (3) １．(7)及び２．(3)の場合は、(1)にかかわらず、期限を定めて適正化実

(3) １．(7)及び２．(3)の場合は、(1)にかかわらず、期限を定めて適正化実 施機関が行う講習を受けるべき旨の命令を発動するものとし、当該期限まで
施機関が行う講習を受けるべき旨の命令を発動するものとし、当該期限まで に講習を受けない場合には、命令違反として取り扱うものとする。
に講習を受けない場合には、命令違反として取り扱うものとする。

(4) 上記(1)、(3)の命令違反として取り扱う場合には、法第２７条第２項に係
(4) 上記(1)、(3)の命令違反として取り扱う場合には、法第２７条第２項に係 る違反行為としての行政処分等の基準に基づく行政処分を実施するととも

る違反行為としての行政処分等の基準に基づく行政処分を実施するととも に、併せて再度輸送の安全確保命令又は旅客の利便確保命令を発出するもの
に、併せて再度輸送の安全確保命令又は旅客の利便確保命令を発出するもの とし、再度これに従わなかった場合は、行政処分等の基準に従い、許可の取
とし、再度これに従わなかった場合は、行政処分等の基準に従い、許可の取 消処分を行うこととする。
消処分を行うこととする。 (5) 輸送の安全確保命令と旅客の利便確保命令の両方をほぼ同時に発動するこ

(5) 輸送の安全確保命令と旅客の利便確保命令の両方をほぼ同時に発動するこ ととなった場合及び１．(8)、(9)若しくは(10)又は２．(4)の場合は、一つ
ととなった場合及び１．(8)、(9)若しくは(10)又は２．(4)の場合は、一つ の命令として取り扱うものとする。

の命令として取り扱うものとする。

附 則
附 則 １．本基準は平成１６年８月１日から適用する。

１．本基準は平成１６年８月１日から適用する。 ２．平成１６年７月３１日までの違反事実については、従前の基準により行政
２．平成１６年７月３１日までの違反事実については、従前の基準により行政 処分等を行うものとする。

処分等を行うものとする。 ３．「道路運送法に基づく輸送の安全確保命令及び旅客の利便確保命令の発動
３．「道路運送法に基づく輸送の安全確保命令及び旅客の利便確保命令の発動 基準について」（平成１４年５月１５日付け関自旅１第７２号、関自旅２第

基準について」（平成１４年５月１５日付け関自旅１第７２号、関自旅２第 ６４号、関整保第７９号通知）は、平成１６年７月３１日限りとする。
６４号、関整保第７９号通知）は、平成１６年７月３１日限りとする。

附 則（平成１８年９月２５日 関自監旅第１５１号、関自保第４０９号 一部
附 則（平成１８年９月２５日 関自監旅第１５１号、関自保第４０９号 一部 改正）

改正） １．改正後の通達は、平成１８年１０月１日以降の違反行為から適用する。
１．改正後の通達は、平成１８年１０月１日以降の違反行為から適用する。 ２．平成１８年９月３０日までの違反行為については、改正前の通達に定める
２．平成１８年９月３０日までの違反行為については、改正前の通達に定める 基準により行政処分等を行うものとする。

基準により行政処分等を行うものとする。
附 則（平成１９年５月２５日 関自監旅第 ８６号、関自保第２１７号 一部

附 則（平成１９年５月２５日 関自監旅第 ８６号、関自保第２１７号 一部 改正）
改正） １．改正後の通達は、平成１９年７月１日以降の違反行為から適用する。

１．改正後の通達は、平成１９年７月１日以降の違反行為から適用する。 ２．平成１９年６月３０日までの違反行為については、改正前の通達に定める
２．平成１９年６月３０日までの違反行為については、改正前の通達に定める 基準により行政処分等を行うものとする。

平成21年9月30日一部改正
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基準により行政処分等を行うものとする。
附 則（平成２０年６月１３日 関自監旅第１２７号、関自保第１００号 一部

附 則（平成２０年６月１３日 関自監旅第１２７号、関自保第１００号 一部 改正）
改正） １．改正後の通達は、平成２０年６月１４日以降の違反行為から適用する。

１．改正後の通達は、平成２０年６月１４日以降の違反行為から適用する。 ２．平成２０年６月１３日までの違反行為については、改正前の通達に定める
２．平成２０年６月１３日までの違反行為については、改正前の通達に定める 基準により行政処分等を行うものとする。

基準により行政処分等を行うものとする。

附 則（平成２１年９月３０日 関自監旅第２１０号、関自保第２２１号 一部
改正)

１．改正後の通達は、平成２１年１０月１日以降の違反行為から適用する。
（別表）

５．(2)に定める定期報告を行う期間について
（別表）

５．(2)に定める定期報告を行う期間について

命令発動理由事項 定期報告を行う期間 命令発動理由事項 定期報告を行う期間

１．乗合の処分基準 3.(4)ただし書きによ １．乗合の処分基準 3.(3)ただし書きによ
る処分を行う場合。 る処分を行う場合。

２．乗合の処分基準 3.(6)ただし書きに該 ２．乗合の処分基準 3.(5)ただし書きに該
当する場合。 命令の日から３ヶ月間 当する場合。 命令の日から３ヶ月間

３．貸切の処分基準 3.(4)ただし書きに該 ３．貸切の処分基準 3.(3)ただし書きに該
当する場合。 当する場合。

４．乗用の処分基準 3.(5)ただし書きによ ４．乗用の処分基準 3.(4)ただし書きによ
る処分を行う場合。 る処分を行う場合。

１．乗合の処分基準 4.(4)により、自動車 １．乗合の処分基準 4.(4)により、自動車
等の使用停止処分を行う場合。 等の使用停止処分を行う場合。

２．貸切の処分基準 4.(4)により、自動車 ２．貸切の処分基準 4.(4)により、自動車
等の使用停止処分を行う場合。 等の使用停止処分を行う場合。

３．乗用の処分基準 4.(4)により、自動車 命令の日から６ヶ月間 ３．乗用の処分基準 4.(4)により、自動車 命令の日から６ヶ月間
等の使用停止処分を行う場合。 等の使用停止処分を行う場合。

４．乗用の処分基準 5.(3)により、自動車 ４．乗用の処分基準 5.(3)により、自動車
等の使用停止処分又は事業の停止処分を 等の使用停止処分又は事業の停止処分を
行う場合。 行う場合。

１．乗合の処分基準 5.(1)ただし書きによ １．乗合の処分基準 5.ただし書きにより
り 自動車等の使用停止処分又は事業の 自動車等の使用停止処分又は事業の停止
停止 処分を行う場合。 処分を行う場合。
２．貸切の処分基準 5.(1)ただし書きによ 命令の日から１年間 ２．貸切の処分基準 5.ただし書きにより 命令の日から１年間
り 自動車等の使用停止処分又は事業の 自動車等の使用停止処分又は事業の停止
停止 処分を行う場合。 処分を行う場合。
３．乗用の処分基準 6.(1)ただし書きによ ３．乗用の処分基準 6.ただし書きにより
り 自動車等の使用停止処分若しくは事 自動車等の使用停止処分若しくは事業の

平成21年9月30日一部改正
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業の 停止処分又は営業区域の廃止に係る 停止処分又は営業区域の廃止に係る事業
事業 計画の変更命令を行う場合。 計画の変更命令を行う場合。

平成21年9月30日一部改正
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道路運送法に基づく輸送の安全確保命令及び旅客の利便確保命令の発動基準について(平成16年7月20日関自監一第156号･関自安第514号)新旧対照表

改 正 現 行

関自監一 第１５６号 関自監一 第１５６号
関 自 安 第５１４号 関 自 安 第５１４号
平成１６年７月２０日 平成１６年７月２０日
関自監旅 第１５１号 関自監旅 第１５１号
関 自 保 第４０９号 関 自 保 第４０９号

一部改正 平成１８年９月２５日 一部改正 平成１８年９月２５日
関自監旅第 ８６ 号 関自監旅第 ８６ 号
関 自 保第 ２１７ 号 関 自 保第 ２１７ 号

一部改正 平成１９年５月２５日 一部改正 平成１９年５月２５日
関自監旅第 １２７ 号
関 自 保第 １００ 号

一部改正 平成２０年６月１３日

管内運輸支局長 殿 管内運輸支局長 殿

関東運輸局長 関東運輸局長

道路運送法第２７条第２項の規定に基づく輸送の安全確保命令 道路運送法第２７条第２項の規定に基づく輸送の安全確保命令
及び旅客の利便確保命令の発動基準について 及び旅客の利便確保命令の発動基準について

道路運送法（昭和２６年法律第１８３号。以下「法」という。）第２８条第２ 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号。以下「法」という。）第２８条第２
項の規定に基づき、旅客自動車運送事業者に対し、輸送の安全を確保するために 項の規定に基づき、旅客自動車運送事業者に対し、輸送の安全を確保するために
必要な措置を講ずるべきことの命令（以下「輸送の安全確保命令」という。）及 必要な措置を講ずるべきことの命令（以下「輸送の安全確保命令」という。）及
び旅客の利便を確保するために必要な措置を講ずるべきことの命令（以下「旅客 び旅客の利便を確保するために必要な措置を講ずるべきことの命令（以下「旅客
の利便確保命令」という。）を行う際の基準を定めたので、これらの命令を発動 の利便確保命令」という。）を行う際の基準を定めたので、これらの命令を発動
する場合は、この基準によることとされたい。 する場合は、この基準によることとされたい。

なお、本基準は、法第２８条第１項に基づき旅客自動車運送事業運輸規則（昭 なお、本基準は、法第２８条第１項に基づき旅客自動車運送事業運輸規則（昭
和３１年運輸省令第４４号。以下「運輸規則」という。）に規定された輸送の安 和３１年運輸省令第４４号。以下「運輸規則」という。）に規定された輸送の安
全の確保に関する事項に係る違反（以下「輸送の安全確保に関する違反」という。） 全の確保に関する事項に係る違反（以下「輸送の安全確保に関する違反」という。）
又は旅客の利便の確保に関する事項に係る違反（以下「旅客の利便確保に関する 又は旅客の利便の確保に関する事項に係る違反（以下「旅客の利便確保に関する
違反」という。）により下記の要件に該当するものに対して適用するものとする。 違反」という。）により下記の要件に該当するものに対して適用するものとする。

記 記

１．法第２７条第２項の「輸送の安全が確保されていないと認めるとき」とは、 １．法第２７条第２項の「輸送の安全が確保されていないと認めるとき」とは、
次のいずれかに該当することとなったときをいう。 次のいずれかに該当することとなったときをいう。
(1)「一般乗合旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」（平 (1)「一般乗合旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」（平
成１４年１月３１日付け、関自旅１第１４２６号、関整保第９３５号。以下 成１４年１月３１日付け、関自旅１第１４２６号、関整保第９３５号。以下
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「乗合の処分基準」という。）、「一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行 「乗合の処分基準」という。）、「一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行
政処分等の基準について」（平成１４年１月３１日付け、関自旅１第１４２ 政処分等の基準について」（平成１４年１月３１日付け、関自旅１第１４２
７号、関整保第９３６号。以下「貸切の処分基準」という。）及び「一般乗 ７号、関整保第９３６号。以下「貸切の処分基準」という。）及び「一般乗
用旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」（平成１４年 用旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」（平成１４年
１月３１日付け、関自旅２第６５５４号、関整保第９４６号。以下「乗用の １月３１日付け、関自旅２第６５５４号、関整保第９４６号。以下「乗用の
処分基準」という。）による事業者単位での違反点数の累計が２０点超であ 処分基準」という。）による事業者単位での違反点数の累計が２０点超であ
る事業者（当該違反点数の中に輸送の安全確保に関する違反によるものを含 る事業者（当該違反点数の中に輸送の安全確保に関する違反によるものを含
まない場合を除く。）であって、乗合の処分基準1.(9)、貸切の処分基準1.(9) まない場合を除く。）であって、乗合の処分基準1.(9)、貸切の処分基準1.(9)
及び乗用の処分基準1.(10)に基づく関東運輸局又は運輸支局（以下「運輸局 及び乗用の処分基準1.(10)に基づく関東運輸局又は運輸支局（以下「運輸局
等」という。）からの出頭要請を拒否し、又は事業の改善状況の報告を行わ 等」という。）からの出頭要請を拒否し、又は事業の改善状況の報告を行わ
ない者が、出頭要請から１年以内に再度法第４０条の規定に基づく自動車等 ない者が、出頭要請から１年以内に再度法第４０条の規定に基づく自動車等
の使用停止処分以上の輸送の安全確保に関する違反を行った場合。 の使用停止処分以上の輸送の安全確保に関する違反を行った場合。

(2) 輸送の安全確保に関する違反に伴い死亡事故又は重傷事故を惹起した事業 (2) 輸送の安全確保に関する違反に伴い死亡事故又は重傷事故を惹起した事業
者が、過去３年間以内に法第４０条の規定に基づく自動車等の使用停止処分 者が、過去３年間以内に法第４０条の規定に基づく自動車等の使用停止処分
以上の輸送の安全確保に関する違反を行っていた場合。 以上の輸送の安全確保に関する違反を行っていた場合。

(3) 輸送の安全確保に関する違反の内容が、社会的影響のある悪質なものであ (3) 輸送の安全確保に関する違反の内容が、社会的影響のある悪質なものであ
ると認められた場合。 ると認められた場合。

(4) 安全管理規程の遵守を怠り死亡事故又は重傷事故を惹起した安全管理規程 (4) 安全管理規程の遵守を怠り死亡事故又は重傷事故を惹起した安全管理規程
の設定及び安全統括管理者の選任義務付け事業者が、過去３年間以内に法第 の設定及び安全統括管理者の選任義務付け事業者が、過去３年間以内に法第
４０条の規定に基づく自動車等の使用停止処分以上の輸送の安全確保に関す ４０条の規定に基づく自動車等の使用停止処分以上の輸送の安全確保に関す
る違反を行っていた場合。 る違反を行っていた場合。

(5）法第２３条の規定に基づく運行管理者が、選任すべき数を満たしていない (5）法第２３条の規定に基づく運行管理者が、選任すべき数を満たしていない
場合（選任している運行管理者が、１月以上不在となっている場合を含む。） 場合（選任している運行管理者が、１月以上不在となっている場合を含む。）
又は法第２３条の３の規定に基づき運行管理者資格者証の返納を命ずること 又は法第２３条の３の規定に基づき運行管理者資格者証の返納を命ずること
により選任すべき数を満たさなくなる場合。 により選任すべき数を満たさなくなる場合。

(6) 道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第５０条の規定に基づく整 (6) 道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第５０条の規定に基づく整
備管理者が、選任されていない場合又は同法第５３条の規定に基づき整備管 備管理者が、選任されていない場合又は同法第５３条の規定に基づき整備管
理者の解任を命ずることにより整備管理者が存在しなくなる場合。 理者の解任を命ずることにより整備管理者が存在しなくなる場合。

(7) タクシー業務適正化特別措置法（昭和４５年法律第７５号）第２条第６項 (7) タクシー業務適正化特別措置法（昭和４５年法律第７５号）第２条第５項
の特定指定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者の許可を の指定地域内における、一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受ける個人の
受ける個人のみが自動車を運転することにより当該事業を行うべき旨の条件 みが自動車を運転することにより当該事業を行うべき旨の条件の付された一
の付された一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者（以下「個人タク 般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者（以下「個人タクシー事業者」
シー事業者」という。）の業務上の行為により運輸規則上の輸送の安全確保 という。）の業務上の行為により運輸規則上の輸送の安全確保に関する違反
に関する違反で文書警告以上の行政処分等を行った場合。 で文書警告以上の行政処分等を行った場合。

(8) 乗合の処分基準に定める次のいずれかに該当する場合。 (8) 乗合の処分基準に定める次のいずれかに該当する場合。
(ｱ) 3.(3)ただし書きによる処分を行う場合。 (ｱ) 3.(3)ただし書きによる処分を行う場合。
(ｲ) 3.(5)ただし書きに該当する場合。 (ｲ) 3.(5)ただし書きに該当する場合。
(ｳ) 4.(4)により、自動車等の使用停止処分を行う場合。 (ｳ) 4.(4)により、自動車等の使用停止処分を行う場合。
(ｴ) 5.ただし書きにより自動車等の使用停止処分又は事業の停止処分を行う (ｴ) 5.ただし書きにより自動車等の使用停止処分又は事業の停止処分を行う

場合。 場合。
(9) 貸切の処分基準に定める次のいずれかに該当する場合。 (9) 貸切の処分基準に定める次のいずれかに該当する場合。

(ｱ) 3.(3)ただし書きに該当する場合。 (ｱ) 3.(3)ただし書きに該当する場合。
(ｲ) 4.(4)により、自動車等の使用停止処分を行う場合。 (ｲ) 4.(4)により、自動車等の使用停止処分を行う場合。
(ｳ) 5.ただし書きにより自動車等の使用停止処分又は事業の停止処分を行う (ｳ) 5.ただし書きにより自動車等の使用停止処分又は事業の停止処分を行う

場合。 場合。
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(10) 乗用の処分基準に定める次のいずれかに該当する場合。 (10) 乗用の処分基準に定める次のいずれかに該当する場合。
(ｱ) 3.(4)ただし書きによる処分を行う場合。 (ｱ) 3.(4)ただし書きによる処分を行う場合。
(ｲ) 4.(4)により、自動車等の使用停止処分を行う場合。 (ｲ) 4.(4)により、自動車等の使用停止処分を行う場合。
(ｳ) 5.(2)により、自動車等の使用停止処分又は事業の停止処分を行う場合。 (ｳ) 5.(2)により、自動車等の使用停止処分又は事業の停止処分を行う場合。
(ｴ) 6.ただし書きにより自動車等の使用停止処分若しくは事業の停止処分又 (ｴ) 6.ただし書きにより自動車等の使用停止処分若しくは事業の停止処分又

は営業区域の廃止に係る事業計画の変更命令を行う場合。 は営業区域の廃止に係る事業計画の変更命令を行う場合。

２．法第２７条第２項の「旅客の利便が確保されていないと認めるとき」とは、 ２．法第２７条第２項の「旅客の利便が確保されていないと認めるとき」とは、
次のいずれかに該当することとなったときをいう。 次のいずれかに該当することとなったときをいう。
(1) 乗合の処分基準、貸切の処分基準及び乗用の処分基準（以下「行政処分等 (1) 乗合の処分基準、貸切の処分基準及び乗用の処分基準（以下「行政処分等

の基準」という。）による事業者単位での違反点数の累計が２０点超である の基準」という。）による事業者単位での違反点数の累計が２０点超である
事業者（当該違反点数の中に旅客の利便確保に関する違反によるものを含ま 事業者（当該違反点数の中に旅客の利便確保に関する違反によるものを含ま
ない場合を除く。）であって、乗合の処分基準1.(9)、貸切の処分基準1.(9) ない場合を除く。）であって、乗合の処分基準1.(9)、貸切の処分基準1.(9)
及び乗用の処分基準1.(10)に基づく運輸局等からの出頭要請を拒否し、又は 及び乗用の処分基準1.(10)に基づく運輸局等からの出頭要請を拒否し、又は
事業の改善状況の報告を行わない者が、出頭要請から１年以内に再度法第４ 事業の改善状況の報告を行わない者が、出頭要請から１年以内に再度法第４
０条の規定に基づく自動車等の使用停止処分以上の旅客の利便確保に関する ０条の規定に基づく自動車等の使用停止処分以上の旅客の利便確保に関する
違反を行った場合。 違反を行った場合。

(2) 旅客の利便確保に関する違反の内容が、社会的影響のある悪質なものであ (2) 旅客の利便確保に関する違反の内容が、社会的影響のある悪質なものであ
ると認められた場合。 ると認められた場合。

(3) タクシー業務適正化特別措置法（昭和４５年法律第７５号）第２条第６項 (3) タクシー業務適正化特別措置法（昭和４５年法律第７５号）第２条第５項
の特定指定地域内に営業所を有する個人タクシー事業者が業務上の行為によ の指定地域内の営業所に配置するタクシーの運転者が以下の要件に該当した
り運輸規則上の旅客の利便確保に関する違反で文書警告以上の行政処分等を 場合。
行った場合。 (ｱ) 一般乗用旅客自動車運送事業者（以下「法人タクシー事業者」という。）

の事業用自動車の運転者（以下「運転者」という。）の業務上の行為によ
り運輸規則第２条違反で文書警告以上の行政処分等を行った場合。ただし、
当該行政処分等に伴いタクシー業務適正化特別措置法第９条の規定による
運転者の登録の取消し処分があった場合を除くものとする。

(ｲ) 個人タクシー事業者の業務上の行為により運輸規則上の旅客の利便確保
に関する違反で文書警告以上の行政処分等を行った場合。

(4) 1.(8)、(9)又は(10)に該当する場合 (4) 1.(8)、(9)又は(10)に該当する場合

３．輸送の安全確保命令は、１．(1)～(10)の場合における輸送の安全確保に関 ３．輸送の安全確保命令は、１．(1)～(10)の場合における輸送の安全確保に関
する違反に対する行政処分等の基準に基づく処分の実施に併せて行うものとす する違反に対する行政処分等の基準に基づく処分の実施に併せて行うものとす
る。 る。

４．旅客の利便確保命令は、２．(1)～(4)の場合における旅客の利便確保に関す ４．旅客の利便確保命令は、２．(1)～(4)の場合における旅客の利便確保に関す
る違反に対する行政処分等の基準に基づく処分の実施に併せて行うものとす る違反に対する行政処分等の基準に基づく処分の実施に併せて行うものとす
る。 る。

５．輸送の安全確保命令又は旅客の利便確保命令の実施方法は、３．及び４．に ５．輸送の安全確保命令又は旅客の利便確保命令の実施方法は、３．及び４．に
定めるもののほか、以下のとおりとする。 定めるもののほか、以下のとおりとする。
(1) 事業者を運輸局等に呼び出し、違反の内容に応じて施設又は運転者の指導 (1) 事業者を運輸局等に呼び出し、違反の内容に応じて施設又は運転者の指導

監督若しくは運行の管理の方法の改善その他違反の内容の是正のために必要 監督若しくは運行の管理の方法の改善その他違反の内容の是正のために必要
な措置を示して行うものとし、その実施状況について、道路運送法施行規則 な措置を示して行うものとし、その実施状況について、道路運送法施行規則
（昭和２６年８月１８日運輸省令第７５号）第６６条第１項第５号の規定に （昭和２６年８月１８日運輸省令第７５号）第６６条第１項第５号の規定に
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より、命令の日から３月（必要に応じ、これより短い期間を定めることがで より、命令の日から３月（必要に応じ、これより短い期間を定めることがで
きる。）以内に届出を行うよう措置するものとする。 きる。）以内に届出を行うよう措置するものとする。

当該届出が当該期間までに行われない場合には、命令違反として取り扱う 当該届出が当該期間までに行われない場合には、命令違反として取り扱う
ものとする。 ものとする。

(2) １．(8)、(9)若しくは(10)又は２．(4)に係る輸送の安全確保命令及び旅 (2) １．(8)、(9)若しくは(10)又は２．(4)に係る輸送の安全確保命令及び旅
客の利便確保命令を行う場合には、(1)に定める届出のほか、毎月一回の定 客の利便確保命令を行う場合には、(1)に定める届出のほか、毎月一回の定
期報告を別表に定める期間行うよう命令することとする。 期報告を別表に定める期間行うよう命令することとする。

(3) １．(7)及び２．(3)の場合は、(1)にかかわらず、期限を定めて適正化実 (3) １．(7)及び２．(3)の場合は、(1)にかかわらず、法人タクシー事業者に
施機関が行う講習を受けるべき旨の命令を発動するものとし、当該期限まで 対し運転者に（個人タクシー事業者に対し自らに）期限を定めて適正化事業
に講習を受けない場合には、命令違反として取り扱うものとする。 実施機関が行う研修を受けさせる（受ける）べき旨の命令を発動するものと

し、当該期限までに研修を受けさせない（受けない）場合には、命令違反と
して取り扱うものとする。

(4) 上記(1)、(3)の命令違反として取り扱う場合には、法第２７条第２項に係 (4) 上記(1)、(3)の命令違反として取り扱う場合には、法第２７条第２項に係
る違反行為としての行政処分等の基準に基づく行政処分を実施するととも る違反行為としての行政処分等の基準に基づく行政処分を実施するととも
に、併せて再度輸送の安全確保命令又は旅客の利便確保命令を発出するもの に、併せて再度輸送の安全確保命令又は旅客の利便確保命令を発出するもの
とし、再度これに従わなかった場合は、行政処分等の基準に従い、許可の取 とし、再度これに従わなかった場合は、行政処分等の基準に従い、許可の取
消処分を行うこととする。 消処分を行うこととする。

(5) 輸送の安全確保命令と旅客の利便確保命令の両方をほぼ同時に発動するこ (5) 輸送の安全確保命令と旅客の利便確保命令の両方をほぼ同時に発動するこ
ととなった場合及び１．(8)、(9)若しくは(10)又は２．(4)の場合は、一つ ととなった場合及び１．(8)、(9)若しくは(10)又は２．(4)の場合は、一つ
の命令として取り扱うものとする。 の命令として取り扱うものとする。

附 則 附 則
１．本基準は平成１６年８月１日から適用する。 １．本基準は平成１６年８月１日から適用する。
２．平成１６年７月３１日までの違反事実については、従前の基準により行政 ２．平成１６年７月３１日までの違反事実については、従前の基準により行政

処分等を行うものとする。 処分等を行うものとする。
３．「道路運送法に基づく輸送の安全確保命令及び旅客の利便確保命令の発動 ３．「道路運送法に基づく輸送の安全確保命令及び旅客の利便確保命令の発動

基準について」（平成１４年５月１５日付け関自旅１第７２号、関自旅２第 基準について」（平成１４年５月１５日付け関自旅１第７２号、関自旅２第
６４号、関整保第７９号通知）は、平成１６年７月３１日限りとする。 ６４号、関整保第７９号通知）は、平成１６年７月３１日限りとする。

附 則（平成１８年９月２５日 関自監旅第１５１号、関自保第４０９号 一部 附 則（平成１８年９月２５日 関自監旅第１５１号、関自保第４０９号 一部
改正） 改正）

１．改正後の通達は、平成１８年１０月１日以降の違反行為から適用する。 １．改正後の通達は、平成１８年１０月１日以降の違反行為から適用する。
２．平成１８年９月３０日までの違反行為については、改正前の通達に定める ２．平成１８年９月３０日までの違反行為については、改正前の通達に定める

基準により行政処分等を行うものとする。 基準により行政処分等を行うものとする。

附 則（平成１９年５月２５日 関自監旅第 ８６号、関自保第２１７号 一部 附 則（平成１９年５月２５日 関自監旅第 ８６号、関自保第２１７号 一部
改正） 改正）

１．改正後の通達は、平成１９年７月１日以降の違反行為から適用する。 １．改正後の通達は、平成１９年７月１日以降の違反行為から適用する。
２．平成１９年６月３０日までの違反行為については、改正前の通達に定める ２．平成１９年６月３０日までの違反行為については、改正前の通達に定める

基準により行政処分等を行うものとする。 基準により行政処分等を行うものとする。

附 則（平成２０年６月１３日 関自監旅第１２７号、関自保第１００号 一部
改正）

１．改正後の通達は、平成２０年６月１４日以降の違反行為から適用する。
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２．平成２０年６月１３日までの違反行為については、改正前の通達に定める
基準により行政処分等を行うものとする。

（別表） （別表）
５．(2)に定める定期報告を行う期間について ５．(2)に定める定期報告を行う期間について

命令発動理由事項 定期報告を行う期間 命令発動理由事項 定期報告を行う期間

１．乗合の処分基準 3.(3)ただし書きによ １．乗合の処分基準 3.(3)ただし書きによ
る処分を行う場合。 る処分を行う場合。

２．乗合の処分基準 3.(5)ただし書きに該 ２．乗合の処分基準 3.(5)ただし書きに該
当する場合。 命令の日から３ヶ月間 当する場合。 命令の日から３ヶ月間

３．貸切の処分基準 3.(3)ただし書きに該 ３．貸切の処分基準 3.(3)ただし書きに該
当する場合。 当する場合。

４．乗用の処分基準 3.(4)ただし書きによ ４．乗用の処分基準 3.(4)ただし書きによ
る処分を行う場合。 る処分を行う場合。

１．乗合の処分基準 4.(4)により、自動車 １．乗合の処分基準 4.(4)により、自動車
等の使用停止処分を行う場合。 等の使用停止処分を行う場合。

２．貸切の処分基準 4.(4)により、自動車 ２．貸切の処分基準 4.(4)により、自動車
等の使用停止処分を行う場合。 等の使用停止処分を行う場合。

３．乗用の処分基準 4.(4)により、自動車 命令の日から６ヶ月間 ３．乗用の処分基準 4.(4)により、自動車 命令の日から６ヶ月間
等の使用停止処分を行う場合。 等の使用停止処分を行う場合。

４．乗用の処分基準 5.(3)により、自動車 ４．乗用の処分基準 5.(3)により、自動車
等の使用停止処分又は事業の停止処分を 等の使用停止処分又は事業の停止処分を
行う場合。 行う場合。

１．乗合の処分基準 5.ただし書きにより １．乗合の処分基準 5.ただし書きにより
自動車等の使用停止処分又は事業の停止 自動車等の使用停止処分又は事業の停止
処分を行う場合。 処分を行う場合。

２．貸切の処分基準 5.ただし書きにより 命令の日から１年間 ２．貸切の処分基準 5.ただし書きにより 命令の日から１年間
自動車等の使用停止処分又は事業の停止 自動車等の使用停止処分又は事業の停止
処分を行う場合。 処分を行う場合。

３．乗用の処分基準 6.ただし書きにより ３．乗用の処分基準 6.ただし書きにより
自動車等の使用停止処分若しくは事業の 自動車等の使用停止処分若しくは事業の
停止処分又は営業区域の廃止に係る事業 停止処分又は営業区域の廃止に係る事業
計画の変更命令を行う場合。 計画の変更命令を行う場合。
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道路運送法に基づく輸送の安全確保命令及び旅客の利便確保命令の発動基準について(平成16年7月20日関自監一第156号･関自安第514号)新旧対照表

改 正 現 行

関自監一 第１５６号 関自監一 第１５６号
関 自 安 第５１４号 関 自 安 第５１４号
平成１６年７月２０日 平成１６年７月２０日
関自監旅 第１５１号 関自監旅 第１５１号
関 自 保 第４０９号 関 自 保 第４０９号

一部改正 平成１８年９月２５日 一部改正 平成１８年９月２５日
関自監旅第 ８６ 号
関 自 保第 ２１７ 号

一部改正 平成１９年５月２５日

管内運輸支局長 殿 管内運輸支局長 殿

関東運輸局長 関東運輸局長

道路運送法第２７条第２項の規定に基づく輸送の安全確保命令 道路運送法第２７条第２項の規定に基づく輸送の安全確保命令
及び旅客の利便確保命令の発動基準について 及び旅客の利便確保命令の発動基準について

道路運送法（昭和２６年法律第１８３号。以下「法」という ）第２８条第２ 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号。以下「法」という ）第２８条第２。 。
項の規定に基づき、旅客自動車運送事業者に対し、輸送の安全を確保するために 項の規定に基づき、旅客自動車運送事業者に対し、輸送の安全を確保するために
必要な措置を講ずるべきことの命令（以下「輸送の安全確保命令」という ）及 必要な措置を講ずるべきことの命令（以下「輸送の安全確保命令」という ）及。 。
び旅客の利便を確保するために必要な措置を講ずるべきことの命令（以下「旅客 び旅客の利便を確保するために必要な措置を講ずるべきことの命令（以下「旅客
の利便確保命令」という ）を行う際の基準を定めたので、これらの命令を発動 の利便確保命令」という ）を行う際の基準を定めたので、これらの命令を発動。 。
する場合は、この基準によることとされたい。 する場合は、この基準によることとされたい。

なお、本基準は、法第２８条第１項に基づき旅客自動車運送事業運輸規則（昭 なお、本基準は、法第２８条第１項に基づき旅客自動車運送事業運輸規則（昭
和３１年運輸省令第４４号。以下「運輸規則」という ）に規定された輸送の安 和３１年運輸省令第４４号。以下「運輸規則」という ）に規定された輸送の安。 。

（ 「 」 。） （ 「 」 。）全の確保に関する事項に係る違反 以下 輸送の安全確保に関する違反 という 全の確保に関する事項に係る違反 以下 輸送の安全確保に関する違反 という
又は旅客の利便の確保に関する事項に係る違反（以下「旅客の利便確保に関する 又は旅客の利便の確保に関する事項に係る違反（以下「旅客の利便確保に関する

」 。） 。 」 。） 。違反 という により下記の要件に該当するものに対して適用するものとする 違反 という により下記の要件に該当するものに対して適用するものとする

記 記

１．法第２７条第２項の「輸送の安全が確保されていないと認めるとき」とは、 １．法第２７条第２項の「輸送の安全が確保されていないと認めるとき」とは、
次のいずれかに該当することとなったときをいう。 次のいずれかに該当することとなったときをいう。
(1) 一般乗合旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について 平 (1) 一般乗合旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について 平「 」（ 「 」（
成１４年１月３１日付け、関自旅１第１４２６号、関整保第９３５号。以下 成１４年１月３１日付け、関自旅１第１４２６号、関整保第９３５号。以下
「乗合の処分基準」という 「一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行 「乗合の処分基準」という 「一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行。）、 。）、
政処分等の基準について （平成１４年１月３１日付け、関自旅１第１４２ 政処分等の基準について （平成１４年１月３１日付け、関自旅１第１４２」 」
７号、関整保第９３６号。以下「貸切の処分基準」という ）及び「一般乗 ７号、関整保第９３６号。以下「貸切の処分基準」という ）及び「一般乗。 。
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用旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について （平成１４年 用旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について （平成１４年」 」
１月３１日付け、関自旅２第６５５４号、関整保第９４６号。以下「乗用の １月３１日付け、関自旅２第６５５４号、関整保第９４６号。以下「乗用の
処分基準」という ）による事業者単位での違反点数の累計が２０点超であ 処分基準」という ）による事業者単位での違反点数の累計が２０点超であ。 。
る事業者（当該違反点数の中に輸送の安全確保に関する違反によるものを含 る事業者（当該違反点数の中に輸送の安全確保に関する違反によるものを含
まない場合を除く であって 乗合の処分基準1.(9) 貸切の処分基準1.(9) まない場合を除く であって 乗合の処分基準1.(9) 貸切の処分基準1.(9)。） 、 、 。） 、 、
及び乗用の処分基準1.(10)に基づく関東運輸局又は運輸支局（以下「運輸局 及び乗用の処分基準1.(10)に基づく関東運輸局又は運輸支局（以下「運輸局
等」という ）からの出頭要請を拒否し、又は事業の改善状況の報告を行わ 等」という ）からの出頭要請を拒否し、又は事業の改善状況の報告を行わ。 。
ない者が、出頭要請から１年以内に再度法第４０条の規定に基づく自動車等 ない者が、出頭要請から１年以内に再度法第４０条の規定に基づく自動車等
の使用停止処分以上の輸送の安全確保に関する違反を行った場合。 の使用停止処分以上の輸送の安全確保に関する違反を行った場合。

(2) 輸送の安全確保に関する違反に伴い死亡事故又は重傷事故を惹起した事業 (2) 輸送の安全確保に関する違反に伴い死亡事故又は重傷事故を惹起した事業
者が、過去３年間以内に法第４０条の規定に基づく自動車等の使用停止処分 者が、過去３年間以内に法第４０条の規定に基づく自動車等の使用停止処分
以上の輸送の安全確保に関する違反を行っていた場合。 以上の輸送の安全確保に関する違反を行っていた場合。

(3) 輸送の安全確保に関する違反の内容が、社会的影響のある悪質なものであ (3) 輸送の安全確保に関する違反の内容が、社会的影響のある悪質なものであ
ると認められた場合。 ると認められた場合。

(4) 安全管理規程の遵守を怠り死亡事故又は重傷事故を惹起した安全管理規程 (4) 安全管理規程の遵守を怠り死亡事故又は重傷事故を惹起した安全管理規程
の設定及び安全統括管理者の選任義務付け事業者が、過去３年間以内に法第 の設定及び安全統括管理者の選任義務付け事業者が、過去３年間以内に法第
４０条の規定に基づく自動車等の使用停止処分以上の輸送の安全確保に関す ４０条の規定に基づく自動車等の使用停止処分以上の輸送の安全確保に関す
る違反を行っていた場合。 る違反を行っていた場合。

(5）法第２３条の規定に基づく運行管理者が、選任すべき数を満たしていない
（ 、 。）場合 選任している運行管理者が １月以上不在となっている場合を含む

又は法第２３条の３の規定に基づき運行管理者資格者証の返納を命ずること
により選任すべき数を満たさなくなる場合。

(6) 道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第５０条の規定に基づく整
備管理者が、選任されていない場合又は同法第５３条の規定に基づき整備管
理者の解任を命ずることにより整備管理者が存在しなくなる場合。
タクシー業務適正化特別措置法（昭和４５年法律第７５号）第２条第５項 タクシー業務適正化特別措置法（昭和４５年法律第７５号）第２条第５項(7) (5)

の指定地域内における、一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受ける個人の の指定地域内における、一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受ける個人の
みが自動車を運転することにより当該事業を行うべき旨の条件の付された一 みが自動車を運転することにより当該事業を行うべき旨の条件の付された一
般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者（以下「個人タクシー事業者」 般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者（以下「個人タクシー事業者」
という ）の業務上の行為により運輸規則上の輸送の安全確保に関する違反 という ）の業務上の行為により運輸規則上の輸送の安全確保に関する違反。 。
で文書警告以上の行政処分等を行った場合。 で文書警告以上の行政処分等を行った場合。

乗合の処分基準に定める次のいずれかに該当する場合。 乗合の処分基準に定める次のいずれかに該当する場合。(8) (6)
(ｱ) 3.(3)ただし書きによる処分を行う場合。 (ｱ) 3.(3)ただし書きによる処分を行う場合。
(ｲ) 3.(5)ただし書きに該当する場合。 (ｲ) 3.(5)ただし書きに該当する場合。
(ｳ) 4.(4)により、自動車等の使用停止処分を行う場合。 (ｳ) 4.(4)により、自動車等の使用停止処分を行う場合。
(ｴ) 5.ただし書きにより自動車等の使用停止処分又は事業の停止処分を行う (ｴ) 5.ただし書きにより自動車等の使用停止処分又は事業の停止処分を行う

場合。 場合。
貸切の処分基準に定める次のいずれかに該当する場合。 貸切の処分基準に定める次のいずれかに該当する場合。(9) (7)

(ｱ) 3.(3)ただし書きに該当する場合。 (ｱ) 3.(3)ただし書きに該当する場合。
(ｲ) 4.(4)により、自動車等の使用停止処分を行う場合。 (ｲ) 4.(4)により、自動車等の使用停止処分を行う場合。
(ｳ) 5.ただし書きにより自動車等の使用停止処分又は事業の停止処分を行う (ｳ) 5.ただし書きにより自動車等の使用停止処分又は事業の停止処分を行う

場合。 場合。
乗用の処分基準に定める次のいずれかに該当する場合。 乗用の処分基準に定める次のいずれかに該当する場合。(10) (8)

(ｱ) 3.(4)ただし書きによる処分を行う場合。 (ｱ) 3.(4)ただし書きによる処分を行う場合。
(ｲ) 4.(4)により、自動車等の使用停止処分を行う場合。 (ｲ) 4.(4)により、自動車等の使用停止処分を行う場合。
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、 。 、 。(ｳ) 5.(2)により 自動車等の使用停止処分又は事業の停止処分を行う場合 (ｳ) 5.(2)により 自動車等の使用停止処分又は事業の停止処分を行う場合
(ｴ) 6.ただし書きにより自動車等の使用停止処分若しくは事業の停止処分又 (ｴ) 6.ただし書きにより自動車等の使用停止処分若しくは事業の停止処分又

は営業区域の廃止に係る事業計画の変更命令を行う場合。 は営業区域の廃止に係る事業計画の変更命令を行う場合。

２．法第２７条第２項の「旅客の利便が確保されていないと認めるとき」とは、 ２．法第２７条第２項の「旅客の利便が確保されていないと認めるとき」とは、
次のいずれかに該当することとなったときをいう。 次のいずれかに該当することとなったときをいう。
(1) (1) による事業者単位での違反点数の累計が２０点超である乗合の処分基準、貸切の処分基準及び乗用の処分基準（以下「行政処分等 行政処分等の基準

による事業者単位での違反点数の累計が２０点超である 事業者（当該違反点数の中に旅客の利便確保に関する違反によるものを含まの基準」という ）。
事業者（当該違反点数の中に旅客の利便確保に関する違反によるものを含ま ない場合を除く ）であって、乗合の処分基準1.(9)、貸切の処分基準1.(9)。
ない場合を除く ）であって、乗合の処分基準1.(9)、貸切の処分基準1.(9) 及び乗用の処分基準1.(10)に基づく運輸局等からの出頭要請を拒否し、又は。
及び乗用の処分基準1.(10)に基づく運輸局等からの出頭要請を拒否し、又は 事業の改善状況の報告を行わない者が、出頭要請から１年以内に再度法第４
事業の改善状況の報告を行わない者が、出頭要請から１年以内に再度法第４ ０条の規定に基づく自動車等の使用停止処分以上の旅客の利便確保に関する
０条の規定に基づく自動車等の使用停止処分以上の旅客の利便確保に関する 違反を行った場合。
違反を行った場合。

(2) 旅客の利便確保に関する違反の内容が、社会的影響のある悪質なものであ (2) 旅客の利便確保に関する違反の内容が、社会的影響のある悪質なものであ
ると認められた場合。 ると認められた場合。

(3) タクシー業務適正化特別措置法（昭和４５年法律第７５号）第２条第５項 (3) タクシー業務適正化特別措置法（昭和４５年法律第７５号）第２条第５項
の指定地域内の営業所に配置するタクシーの運転者が以下の要件に該当した の指定地域内の営業所に配置するタクシーの運転者が以下の要件に該当した
場合。 場合。

（ 「 」 。） （ 「 」 。）(ｱ) 一般乗用旅客自動車運送事業者 以下 法人タクシー事業者 という (ｱ) 一般乗用旅客自動車運送事業者 以下 法人タクシー事業者 という
の事業用自動車の運転者（以下「運転者」という ）の業務上の行為によ の事業用自動車の運転者（以下「運転者」という ）の業務上の行為によ。 。

。 、 。 、り運輸規則第２条違反で文書警告以上の行政処分等を行った場合 ただし り運輸規則第２条違反で文書警告以上の行政処分等を行った場合 ただし
当該行政処分等に伴いタクシー業務適正化特別措置法第９条の規定による 当該行政処分等に伴いタクシー業務適正化特別措置法第９条の規定による
運転者の登録の取消し処分があった場合を除くものとする。 運転者の登録の取消し処分があった場合を除くものとする。

(ｲ) 個人タクシー事業者の業務上の行為により運輸規則上の旅客の利便確保 (ｲ) 個人タクシー事業者の業務上の行為により運輸規則上の旅客の利便確保
に関する違反で文書警告以上の行政処分等を行った場合。 に関する違反で文書警告以上の行政処分等を行った場合。

(4) 1. 、 又は に該当する場合 (4) 1. 、 又は に該当する場合(8) (9) (10) (6) (7) (8)

３．輸送の安全確保命令は、１．(1)～ の場合における輸送の安全確保に関 ３．輸送の安全確保命令は、１．(1)～(8)の場合における輸送の安全確保に関す(10)
する違反に対する に基づく処分の実施に併せて行うものとす る違反に対する に基づく行政処分等の基準 乗合の処分基準、貸切の処分基準及び乗用の処分基準
る。 処分の実施に併せて行うものとする。

４．旅客の利便確保命令は、２．(1)～(4)の場合における旅客の利便確保に関す ４．旅客の利便確保命令は、２．(1)～(4)の場合における旅客の利便確保に関す
る違反に対する に基づく処分の実施に併せて行うものとす る違反に対する に基づく行政処分等の基準 乗合の処分基準、貸切の処分基準及び乗用の処分基準
る。 処分の実施に併せて行うものとする。

５．輸送の安全確保命令又は旅客の利便確保命令の実施方法は、３．及び４．に ５．輸送の安全確保命令又は旅客の利便確保命令の実施方法は、３．及び４．に
定めるもののほか、以下のとおりとする。 定めるもののほか、以下のとおりとする。
(1) 事業者を運輸局等に呼び出し、違反の内容に応じて施設又は運転者の指導 (1) 事業者を運輸局等に呼び出し、違反の内容に応じて施設又は運転者の指導

監督若しくは運行の管理の方法の改善その他違反の内容の是正のために必要 監督若しくは運行の管理の方法の改善その他違反の内容の是正のために必要
な措置を示して行うものとし、その実施状況について、道路運送法施行規則 な措置を示して行うものとし、その実施状況について、道路運送法施行規則
（昭和２６年８月１８日運輸省令第７５号）第６６条第１項第５号の規定に （昭和２６年８月１８日運輸省令第７５号）第６６条第１項第５号の規定に
より、命令の日から３月（必要に応じ、これより短い期間を定めることがで より、命令の日から３月（必要に応じ、これより短い期間を定めることがで
きる ）以内に届出を行うよう措置するものとする。 きる ）以内に届出を行うよう措置するものとする。。 。

当該届出が当該期間までに行われない場合には、命令違反として取り扱う 当該届出が当該期間までに行われない場合には、命令違反として取り扱う
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ものとする。 ものとする。
(2) １． 、 若しくは 又は２．(4)に係る輸送の安全確保命令及び旅 (2) １． 、 若しくは 又は２．(4)に係る輸送の安全確保命令及び旅客(8) (9) (10) (6) (7) (8)

客の利便確保命令を行う場合には、(1)に定める届出のほか、毎月一回の定 の利便確保命令を行う場合には、(1)に定める届出のほか、毎月一回の定期
期報告を別表に定める期間行うよう命令することとする。 報告を別表に定める期間行うよう命令することとする。

(3) １． 及び２．(3)の場合は、(1)にかかわらず、法人タクシー事業者に (3) １． 及び２．(3)の場合は、(1)にかかわらず、法人タクシー事業者に(7) (5)
対し運転者に（個人タクシー事業者に対し自らに）期限を定めて適正化事業 対し運転者に（個人タクシー事業者に対し自らに）期限を定めて適正化事業
実施機関が行う研修を受けさせる（受ける）べき旨の命令を発動するものと 実施機関が行う研修を受けさせる（受ける）べき旨の命令を発動するものと
し、当該期限までに研修を受けさせない（受けない）場合には、命令違反と し、当該期限までに研修を受けさせない（受けない）場合には、命令違反と
して取り扱うものとする。 して取り扱うものとする。

(4) 上記(1)、(3)の命令違反として取り扱う場合には、法第２７条第２項に係
る違反行為としての行政処分等の基準に基づく行政処分を実施するととも
に、併せて再度輸送の安全確保命令又は旅客の利便確保命令を発出するもの
とし、再度これに従わなかった場合は、行政処分等の基準に従い、許可の取
消処分を行うこととする。
輸送の安全確保命令と旅客の利便確保命令の両方をほぼ同時に発動するこ 輸送の安全確保命令と旅客の利便確保命令の両方をほぼ同時に発動するこ(5) (4)

ととなった場合及び１． 、 若しくは 又は２．(4)の場合は、一つ ととなった場合及び１． 、 若しくは 又は２．(4)の場合は、一つの(8) (9) (10) (6) (7) (8)
の命令として取り扱うものとする。 命令として取り扱うものとする。

附 則 附 則
１．本基準は平成１６年８月１日から適用する。 １．本基準は平成１６年８月１日から適用する。
２．平成１６年７月３１日までの違反事実については、従前の基準により行政 ２．平成１６年７月３１日までの違反事実については、従前の基準により行政

処分等を行うものとする。 処分等を行うものとする。
３ 「道路運送法に基づく輸送の安全確保命令及び旅客の利便確保命令の発動 ３ 「道路運送法に基づく輸送の安全確保命令及び旅客の利便確保命令の発動． ．

基準について （平成１４年５月１５日付け関自旅１第７２号、関自旅２第 基準について （平成１４年５月１５日付け関自旅１第７２号、関自旅２第」 」
６４号、関整保第７９号通知）は、平成１６年７月３１日限りとする。 ６４号、関整保第７９号通知）は、平成１６年７月３１日限りとする。

附 則（平成１８年９月２５日 関自監旅第１５１号、関自保第４０９号 一部 附 則（平成１８年９月２５日 関自監旅第１５１号、関自保第４０９号 一部
改正） 改正）

１．改正後の通達は、平成１８年１０月１日以降の違反行為から適用する。 １．改正後の通達は、平成１８年１０月１日以降の違反行為から適用する。
２．平成１８年９月３０日までの違反行為については、改正前の通達に定める ２．平成１８年９月３０日までの違反行為については、改正前の通達に定める

基準により行政処分等を行うものとする。 基準により行政処分等を行うものとする。

附 則（平成１９年５月２５日 関自監旅第 ８６号、関自保第２１７号 一部
改正）

１．改正後の通達は、平成１９年７月１日以降の違反行為から適用する。
２．平成１９年６月３０日までの違反行為については、改正前の通達に定める

基準により行政処分等を行うものとする。

（別表） （別表）
５．(2)に定める定期報告を行う期間について ５．(2)に定める定期報告を行う期間について

命令発動理由事項 定期報告を行う期間 命令発動理由事項 定期報告を行う期間

１．乗合の処分基準 3.(3)ただし書きによ １．乗合の処分基準 3.(3)ただし書きによ
る処分を行う場合。 る処分を行う場合。
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２．乗合の処分基準 3.(5)ただし書きに該 ２．乗合の処分基準 3.(5)ただし書きに該
当する場合。 命令の日から３ヶ月間 当する場合。 命令の日から３ヶ月間

３．貸切の処分基準 3.(3)ただし書きに該 ３．貸切の処分基準 3.(3)ただし書きに該
当する場合。 当する場合。

４．乗用の処分基準 3.(4)ただし書きによ ４．乗用の処分基準 3.(4)ただし書きによ
る処分を行う場合。 る処分を行う場合。

１．乗合の処分基準 4.(4)により、自動車 １．乗合の処分基準 4.(4)により、自動車
等の使用停止処分を行う場合。 等の使用停止処分を行う場合。

２．貸切の処分基準 4.(4)により、自動車 ２．貸切の処分基準 4.(4)により、自動車
等の使用停止処分を行う場合。 等の使用停止処分を行う場合。

３．乗用の処分基準 4.(4)により、自動車 命令の日から６ヶ月間 ３．乗用の処分基準 4.(4)により、自動車 命令の日から６ヶ月間
等の使用停止処分を行う場合。 等の使用停止処分を行う場合。

４．乗用の処分基準 5.(3)により、自動車 ４．乗用の処分基準 5.(3)により、自動車
等の使用停止処分又は事業の停止処分を 等の使用停止処分又は事業の停止処分を
行う場合。 行う場合。

１．乗合の処分基準 5.ただし書きにより １．乗合の処分基準 5.ただし書きにより
自動車等の使用停止処分又は事業の停止 自動車等の使用停止処分又は事業の停止
処分を行う場合。 処分を行う場合。

２．貸切の処分基準 5.ただし書きにより 命令の日から１年間 ２．貸切の処分基準 5.ただし書きにより 命令の日から１年間
自動車等の使用停止処分又は事業の停止 自動車等の使用停止処分又は事業の停止
処分を行う場合。 処分を行う場合。

３．乗用の処分基準 6.ただし書きにより ３．乗用の処分基準 6.ただし書きにより
自動車等の使用停止処分若しくは事業の 自動車等の使用停止処分若しくは事業の
停止処分又は営業区域の廃止に係る事業 停止処分又は営業区域の廃止に係る事業
計画の変更命令を行う場合。 計画の変更命令を行う場合。
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